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公布された条例のあらまし 

    

◇大和高田市議会委員会条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由  

「地方自治法の一部を改正する法律」の公布に伴い所要の改正を行うものです。 

２ 改正の内容  

  ① 常任委員の所属に関する規定を追加します。 

  ② 議会運営員会の委員定数を改めます。 

  ③ 特別委員の在任期間に関する規定を追加します。 

  ④ 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する規定を追加します。 

  ⑤ 引用する条項を改めます。 

３ 施行期日 

 平成２５年３月１日 

 

◇大和高田市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由  

「地方自治法の一部を改正する法律」の公布に伴い所要の改正を行うものです。 

２ 改正の内容  

  ① 題名を「大和高田市議会政務活動費の交付に関する条例」に改め、各条中の「政務調査費」

の語を「政務活動費」に改めます 

  ② 交付対象が、市議会の職にある議員に対し行われることを明確にします。 

 ③ 政務活動費を充てることができる経費の範囲を定める規定を追加します。 

 ④ 「政務活動費の返還」に関する規定部分について、所要の整備を行います。 

 ⑤ 「透明性の確保」に関する規定を追加します。 

  ⑥ 別記様式を改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を定めた別表を追加します。 

３ 施行期日 

 平成２５年３月１日 

 

◇大和高田市暴力団排除条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由  

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の一部改正に伴い所要の改正を行うもので 

す。 

２ 改正の内容  

条例において引用している法律の条項を改めます。 

 第２条第６号中「第３２条の２第１項」→「第３２条の３第１項」 

３ 施行期日  

平成２４年１２月１３日 

 

◇大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

１ 改正の理由 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

による「介護保険法」の一部改正に伴い、介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に係る基準を条例事項として定めるものです。 

公布された条例のあらまし 
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２ 改正の内容 

 介護保険法第７８条の４第１項及び第２項の規定に基づき定める基準 

  【厚生労働省で定める基準に従い定めるもの】 

   ① 指定地域密着型サービスに従事する従事者に係る基準及び当該従業者の員数 

   ② 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積 

   ③ 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員 

   ④ 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者 

のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連する 

ものとして厚生労働省令で定めるもの 

  【厚生労働省で定める基準を標準として定めるもの】 

   ① 指定地域密着型サービスの事業（小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事 

業を除く。） 

  【厚生労働省で定める基準を参酌して定めるもの】 

   ① その他の事項 

３ 施行期日  

 平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介 

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例  

１ 改正の理由 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

 による「介護保険法」の一部改正に伴い、介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に係る基準を条例事項として定めるものです。 

２ 改正の内容 

 介護保険法第１１５条の１４第１項及び第２項の規定に基づき定める基準 

 【厚生労働省で定める基準に従い定めるもの】 

  ① 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 

  ② 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積 

  ③ 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症条対応型通所介護の事業に係る利用 

定員 

  ④ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者 

のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するも 

のとして厚生労働省で定めるもの 

 【厚生労働省で定める基準を標準として定めるもの】 

  ① 指定地域密着型介護予防サービスの事業（介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防 

認知症対応型通所介護の事業を除く。）に係る利用定員 

 【厚生労働省で定める基準を参酌して定めるもの】 

  ① その他の事項 

３ 施行期日  

平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例  

１ 改正の理由 

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」による「介護保険法」 



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 6

 の一部改正に伴い、介護保険法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員 

等について定めるものです。 

２ 改正の内容 

 介護保険法第７８条の２第１項及び第４項第１号並びに第１１５条の１２第２項第１号の規定 

に基づき定める基準 

 ① 指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する基準のうち指定対象となる施設及びそ 

  の入所定員に係る基準 

  ② 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無に係 

   る基準 

  ③ 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準のうち、申請者の有無に係 

   る基準 

３ 施行期日  

平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例 

１ 改正の理由 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

 による「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正に伴い、市が設置する一般廃棄物処理施

設の技術管理者の資格基準について条例事項として定めるものです。 

２ 改正の内容 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２１条第３項の規定に基づき、環境省令の規定を参酌すべ 

 き基準として一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準を定めます。 

３ 施行期日  

平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市道の構造の技術的基準に関する条例  

１ 改正の理由 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

による「道路法」の一部改正に伴い、市道の構造の技術的基準について条例事項として定めるもの 

です。 

２ 改正の内容 

  道路法第３０条第３項の規定に基づき、市道を新築し、又は改築する場合のその道路の構造の技 

術的基準について、道路構造令の規定を参酌して、大和高田市の実状を考慮した上で必要となる事 

項を条例で定めます。 

３ 施行期日  

平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市道に設ける道路標識の寸法に関する条例  

１ 改正の理由 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

による「道路法」の一部改正に伴い、市道の道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれら 

に附置される補助標識（これらの道路標識の柱の部分を除く。）の寸法の基準を条例事項として定 

めるものです。 

２ 改正の内容 

 道路法第４５条第３項の規定に基づき、「道路標識、区間線及び道路標識に関する命令」を参酌 
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すべき基準として市道（大和高田市の区域内に存する道路で、市長がその路線を認定したものをい 

う。）に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法に関し必要な事項を定 

めます。 

３ 施行期日  

平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例 

１ 改正の理由 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

 による「河川法」の一部改正に伴い、準用河川の河川管理施設又は許可工作物のうち主要なものの

構造について、河川管理上必要とされる技術的基準について条例事項として定めるものです。 

２ 改正の内容 

河川法第１００条第１項において準用する法第１２条第２項の規定に基づき、市長が管理する準 

 用河川に係る河川管理施設（法第３条第２項に規定する河川管理施設をいう。）又は法第１００条第

１項において準用する法第２６条第１項の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防その他の主

要なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準を定めるもの。 

３ 施行期日  

 平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市営住宅条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

による「公営住宅法」の一部改正に伴い、国土交通省令を参酌して公営住宅及び共同施設の整備基 

準について条例事項として定めるとともに所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

【一括法の関係によるもの】 

  ① 市営住宅等が担う周辺の地域社会の形成、居住環境の確保及び費用縮減への配慮について 

定めます。 

  ② 敷地の基準を定めます。 

  ③ 市営住宅の基準を定めます。 

  ④ 共同施設の基準を定めます。 

 【その他】 

  ① 収入基準の裁量階層の対象者を改めます。 

  ② 同居の承認、入居の承継の承認基準の規定の整備を行います。 

  ③ 敷金の規定の見直しを行います。 

  ④ 市営住宅監理員を置くための規定の整備を行います。 

  ⑤ 既存の市営住宅等の名称、所在地を整備します。 

  ⑥ その他規定の整備を行います。 

３ 施行期日  

 平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市改良住宅等条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

 改良住宅及び小集落改良住宅に入居する者の入居資格その他の入居に関する規定の見直しを行  

うとともに、それらを市営住宅における手続き等の規定を準用することとするため、所要の規定の 
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整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

次に掲げる規定の見直しを行います。 

（１）入居資格その他の入居に関する事務手続 

 → 一部の規定を除き、市営住宅条例第４条から第１０までの規定を準用 

（２）明渡し請求を行った場合の家賃２倍徴収を廃止（第５条第３項の削除） 

（３）入居の承認等に関する意見聴取に係る手続 

 → 市営住宅条例第４２条の２の規定を準用 

３ 施行期日  

  平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市公園条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

 による「都市公園法」の一部改正に伴い、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準並びに公園 

施設の設置基準について条例事項とするものです。 

２ 改正の内容 

 都市公園法第３条第１項の規定に基づき、都市公園の設置基準を定めます。 

 【公園の配置及び規模に関する技術的基準】 

＜面積の基準＞ 

都市公園の市民１人当たりの敷地面積の標準は、１０㎡以上とし、市街地の都市公園の当該市街地

の市民１人当たりの敷地面積の標準は、５㎡以上と定める。 

【公園施設の許容建築面積基準】 

種別 建築面積の割合 

建築物 ２％ 

特例 

休養施設・運動施設・教養施設・備蓄

倉庫等 
＋１０％ 

国宝・重要文化財等 ＋２０％ 

屋根付広場等 ＋１０％ 

仮設公園施設 ＋２％ 

    

＜配置及び規模の基準＞ 

それぞれ公園の特質に応じてその分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよ

う考慮するほか、容易に利用できるように配置及び規模を定める。 

種別 配置 規模 

街区公園 
街区内に居住する者が容易に利用する

ことができるように配置 ０．２５ﾍｸﾀｰﾙを標準 

近隣公園 
近隣に居住する者が容易に利用するこ

とができるように配置 ２ﾍｸﾀｰﾙを標準 

地区公園 
徒歩圏域内に居住する者が容易に利用

することができるように配置 
４ﾍｸﾀｰﾙを標準 

総合公園 
運動公園 
広域公園 

休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合

的な利用に供されるものは、容易に利

用することができるように配置 

利用目的に応じて公園としての機能を

十分発揮することができる敷地面積 

緩衝緑地等 
設置目的に応じて公園としての機能を

十分発揮することができるように配置 
設置目的に応じて公園としての機能を

十分発揮することができる敷地面積 
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３ 施行期日  
 平成２５年４月１日 

 
◇大和高田市下水道条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」 

による「下水道法」の一部改正に伴い、公共下水道の構造の技術上の基準及び都市下水路の構造及

び維持管理に関する基準について条例事項とするとともに所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

 【一括法の関係】 

   ① 公共下水道の構造の技術上の基準を定めます。 
   ② 都市下水路の構造及び維持管理に関する基準を定めます。 
  【その他】 
   ① 公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等の規定を定めます。 
   ② その他規定の整備を行います。 
３ 施行期日  
  平成２５年４月１日    
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条例第条例第条例第条例第２４２４２４２４号号号号    

 大和高田市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 大和高田市議会委員会条例（平成７年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「常任委員会の名称」を「常任委員の所属、常任委員会の名称」に改め、同条中

第２項を第３項とし、第１項を第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。 

第４条第２項中「９人」を「８人」に改める。 

第６条の見出し中「設置」の次に「等」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。 

 第８条第１項中「いう。）」の次に「の選任」を加え、同条第３項中「第３項」を「第２項」に改

め、同項を同条第４項とし、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第２５２５２５２５号号号号    

 大和高田市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 大和高田市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１３年条例第１９号）の一部を次のように改

正する。 

 題名中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

第１条中「及び第１５項」を「から第１６項まで」に改め、「研究」の次に「その他の活動」を加

え、「政務調査費」を「、議会における議員に対し、政務活動費」に改める。 

第２条中「政務調査費は、」を「政務活動費は、大和高田市議会の」に改め、「ある者」の次に「（以

下「議員」という。）」を加える。 

第３条第１項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第２項中「政務調査費」を「政務活

動費」に改め、同項ただし書中「又は議会の」を「若しくは議会の」に改め、同条第３項中「政務調

査費」を「政務活動費」に改める。 

第４条を次のように改める。 

 （政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第４条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議

への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図

るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。 

 第５条第１項及び第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第３項中「当該」を削る。 

 第６条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第１項中「政務調査費」を「政務

活動費」に、「市政の調査研究に資するため必要な経費として」を「第４条に定める経費の範囲に基づ

条条条条    例例例例    
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いて」に改め、同条第２項中「除名若しくは死亡」を「死亡若しくは除名」に、「政務調査費」を「政

務活動費」に改める。 

 第８条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加

える。 

 （透明性の確保） 

第８条 議長は、第５条第１項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行

う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 

 別記様式を次のように改める。 

別記様式（第５条関係） 

 （注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載すること。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第４条関係） 

 項 目 内  容  

 調 査 研 究 費 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委  

年  月  日 

 大和高田市議会議長 

           殿 

氏名        印  

政務活動費収支報告書 

大和高田市議会政務活動費の交付に関する条例第５条第１項の規定により、下記のと

おり     年度の政務活動費の収入及び支出について報告します。 

１ 収 入 

政務活動費             円 

２ 支 出 

（単位：円）   

 項    目 金    額 備         考  

 調 査 研 究 費    

 研 修 費    

 広 報 費    
  広 聴 費    

要請・陳情活動費   
 会 議 費    
 資 料 作 成 費    

 資 料 購 入 費    
 人 件 費    

 事 務 所 費    

 合 計    

３ 残 額               円 
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託に関する経費 

 
研 修 費 

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研 

修会の参加に要する経費 

 

広 報 費 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 

広 聴 費 
議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の 

聴取、住民相談等の活動に要する経費 

要 請 ・ 陳 情 活 動 費 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 

 

 
会 議 費 

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議へ 

の議員の参加に要する経費 

 

 資 料 作 成 費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費  

 資 料 購 入 費 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費  

 人 件 費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費  

 事 務 所 費 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年３月 1日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施

行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行日前にこの条例による改正前の大

和高田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により公布された政務調査費については、なお

従前の例による。 

 

条例第条例第条例第条例第２６２６２６２６号号号号    

 大和高田市暴力団排除条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市暴力団排除条例の一部を改正する条例 

 大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第６号中「第３２条の２第１項」を「第３２条の３第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第２７２７２７２７号号号号    

 大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例をここに公布

する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等（第４条・第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 
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第４節 運営に関する基準（第９条―第４２条） 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例

（第４３条・第４４条） 

第３章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等（第４５条・第４６条） 

第２節 人員に関する基準（第４７条・第４８条） 

第３節 設備に関する基準（第４９条） 

第４節 運営に関する基準（第５０条―第５９条） 

第４章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第６０条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護（第６１

条―第６３条） 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護（第６４条―第６６条） 

第３節 運営に関する基準（第６７条―第８０条） 

第５章 小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第８１条） 

第２節 人員に関する基準（第８２条―第８４条） 

第３節 設備に関する基準（第８５条・第８６条） 

第４節 運営に関する基準（第８７条―第１０８条） 

第６章 認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針（第１０９条） 

第２節 人員に関する基準（第１１０条―第１１２条） 

第３節 設備に関する基準（第１１３条） 

第４節 運営に関する基準（第１１４条―第１２８条） 

第７章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第１２９条） 

第２節 人員に関する基準（第１３０条・第１３１条） 

第３節 設備に関する基準（第１３２条） 

第４節 運営に関する基準（第１３３条―第１４９条） 

第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第１節 基本方針（第１５０条） 

第２節 人員に関する基準（第１５１条） 

第３節 設備に関する基準（第１５２条） 

第４節 運営に関する基準（第１５３条―第１７７条） 

第５節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関

する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１７８条・第１７９条） 

第２款 設備に関する基準（第１８０条） 

第３款 運営に関する基準（第１８１条―第１８９条） 

第９章 複合型サービス 

第１節 基本方針（第１９０条） 

第２節 人員に関する基準（第１９１条―第１９３条） 

第３節 設備に関する基準（第１９４条・第１９５条） 

第４節 運営に関する基準（第１９６条―第２０２条） 
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第１０章 補則（第２０３条） 

附則 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７８条の４第１

項及び第２項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 利用料 法第４２条の２第１項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる

費用に係る対価をいう。 

（２） 地域密着型介護サービス費用基準額 法第４２条の２第２項各号に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用

の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。）をいう。 

（３） 法定代理受領サービス 法第４２条の２第６項の規定により地域密着型介護サービス費が

利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サ

ービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 

（４） 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地

域との結び付きを重視し、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者（居宅サービス

事業を行う者をいう。以下同じ。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者並び

に市との連携に努めなければならない。 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等 

（基本方針） 

第４条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、当該事

業の利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその居宅を訪問し、入浴、排せつ、

食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることがで

きるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指

すものでなければならない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第５条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次

に掲げるサービスを提供するものとする。 

（１） 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法

第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。）が、定期的に利用

者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下この章において「定期巡回サービス」という。） 

（２） あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者
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又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行い、又は訪問介護員等の訪問

若しくは看護師等（保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。

以下この章において同じ。）による対応の要否等を判断するサービス（以下この章において「随

時対応サービス」という。） 

（３） 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を

訪問して行う日常生活上の世話（以下この章において「随時訪問サービス」という。） 

（４） 法第８条第１５項第１号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として

看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助（以下この章におい

て「訪問看護サービス」という。） 

第２節 人員に関する基準 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） 

第６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者（以下「指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」という。）の職種は、次の各号に掲げるものとし、その職種ごとの員数は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） オペレーター（随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。） 指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通

じて１以上確保されるために必要な数以上 

（２） 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に

定期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

（３） 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に

当たる訪問介護員等が１以上確保されるために必要な数以上 

（４） 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員

数 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 常勤換算方法で

２.５以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

実情に応じた適当な数 

２ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他市長が定める者（以下この章において「看護師、介

護福祉士等」という。）をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合

であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は前項第４号アの看護職員との連携を確

保しているときは、サービス提供責任者（奈良県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営の基準等に関する条例（平成２４年奈良県条例第１７号。以下「指定居宅サービス等基準条

例」という。）第６条第２項のサービス提供責任者又は奈良県指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法の基準等に関する条例（平成２４年奈良県条例第１８号。以下「指定介護予防サービス等基

準条例」という。）第６条第２項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。）の業務に３年以上従事

した経験を有する者をもって充てることができる。 

３ オペレーターのうち１人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。 

４ オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障

がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪

問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第６条第１項に

規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）、指定訪問看護事業所（指定居宅サービス等基準
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条例第６６条第１項に規定する指定訪問看護事業所をいう。）若しくは指定夜間対応型訪問介護事

業所（第４７条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同

じ。）の業務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に次の各号に掲げるいずれかの施設等が併設され

ている場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわ

らず、午後６時から午前８時までの間において、当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ

とができる。 

（１） 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１４９条第１項に規定する

指定短期入所生活介護事業所をいう。第１５１条第１２項において同じ。） 

（２） 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１９２条第１項に規定する

指定短期入所療養介護事業所をいう。） 

（３） 指定特定施設（指定居宅サービス等基準条例第２１９条第１項に規定する指定特定施設を

いう。） 

（４） 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第８２条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。） 

（５） 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第１１０条第１項に規定する指定認知症対応型共

同生活介護事業所をいう。第６４条第１項、第６５条第１項、第８２条第６項第１号、第８３条

第３項及び第８４条において同じ。） 

（６） 指定地域密着型特定施設（第１２９条第１項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。

第６４条第１項、第６５条第１項及び第８２条第６項第２号において同じ。） 

（７） 指定地域密着型介護老人福祉施設（第１５０条第１項に規定する指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。第６４条第１項、第６５条第１項及び第８２条第６項第３号において同じ。） 

（８） 指定複合型サービス事業所（第１９１条第１項に規定する指定複合型サービス事業所をい

う。第５章から第８章までにおいて同じ。） 

（９） 指定介護老人福祉施設 

（１０） 介護老人保健施設 

（１１） 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第

４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施設」とい

う。） 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなけれ

ばならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪

問介護事業所の業務に従事することができる。 

７ 午後６時から午前８時までの間は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者

に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第４項本文及び前項の規定にかかわらず、

オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないとき

は、第１項の規定にかかわらず、午後６時から午前８時までの間は、随時訪問サービスを行う訪問

介護員等を置かないことができる。 

９ 看護職員のうち１人以上は、常勤の保健師又は看護師（第２５条第１項並びに第２６条第５項及

び第１１項において「常勤看護師等」という。）でなければならない。 

１０ 看護職員のうち１人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者との連絡体制が確保された者でなければならない。 
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１１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等である

もののうち１人以上を、利用者に対する第２６条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画の作成に従事する者（以下この章において「計画作成責任者」という。）としなければな

らない。 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基

準条例第６６条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、

かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条

例第６５条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準条例第６６条第１項第１号イに規定する人員に

関する基準を満たすとき（同条第５項の規定により同条第１項第１号イ及び第２号に規定する基準

を満たしているものとみなされているとき及び第１９１条第１０項の規定により同条第４項に規

定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。）は、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者は、第１項第４号アに規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（管理者） 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事す

ることができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受ける

ことができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備

え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第１号に掲げ

る機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況

等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧

できるときは、これを備えないことができる。 

（１） 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

（２） 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったとき

に適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければ

ならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限

りでない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者（第４７条第１

項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護（第４５条に規定する指定夜間対応型訪

問介護をいう。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第４９

条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 
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（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第３１条に規定する運営規程

の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった

場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者

又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲

覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該

重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をす

る場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

（２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を

作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使

用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事

項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

（１） 第２項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用す

るもの 

（２） ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該利用申込者

又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場

合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によっ

てしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合

は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第１０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 
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第１１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。

以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提

供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者（法第４

６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）への連絡、適当な他の指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならな

い。 

（受給資格等の確認） 

第１２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供を求められた場合は、当該提供を求めた者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第７８条の３第２項

の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１３条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえ

て速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が

受けている要介護認定の有効期間が終了する日の３０日前までに行われるよう、必要な援助を行わ

なければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る指定居宅介

護支援事業者が開催するサービス担当者会議（介護支援専門員（第８２条第１０項に規定する

介護支援専門員をいう。）が居宅サービス計画（法第８条第２３項に規定する居宅サービス計画

をいう。第１６条において同じ。）の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居

宅サービス等（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の担当

者を招集して行う会議をいう。以下この章及び第６７条において同じ。）等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

（指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第１５条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る

指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、利用申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための要件に該当し

ない場合として規則で定める場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の
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作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨の説明、指定

居宅介護支援事業者に関する情報の提供その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助

を行わなければならない。 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画（法第８条第２３項

に規定する居宅サービス計画をいい、規則で定める計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合

は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければなら

ない。 

（居宅サービス計画等の変更の援助） 

第１８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希

望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなけ

ればならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められた

ときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日及びその内容、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第４２条の２第６項の規定により利用者に代

わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計

画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提

供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、当該利用者からの申出が

あった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該申出のあった利用者に対し

て提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第２１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選

定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当た

っては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指
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定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証

明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針） 

第２３条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスにつ

いては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行

われるとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に

適切に対応して行われるものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるよ

うにしなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を

公表し、常にその改善を図らなければならない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針） 

第２４条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 定期巡回サービスの提供に当たっては、第２６条第１項に規定する定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行

うものとする。 

（２） 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サー

ビスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。 

（３） 随時訪問サービスの提供に当たっては、第２６条第１項に規定する定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものと

する。 

（４） 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第２６条第１項に

規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図

るよう妥当適切に行うものとする。 

（５） 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれて

いる環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うものとする。 

（６） 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。 

（７） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

うものとする。 

（８） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に

対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（９） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、

その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載し

た文書を利用者に交付するものとする。 

 （主治の医師との関係） 

第２５条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師の指示に基

づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治

の医師による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に次条第１項に規定する定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。）及び同条第１０項に
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規定する訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携

を図らなければならない。 

４ 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっては、前２

項の規定にかかわらず、第２項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画及び次条第１０項に規定する訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関

する記録（以下「診療記録」という。）への記載をもって代えることができる。 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成） 

第２６条 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス

及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問

サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない。 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当

該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該

居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかか

わらず、当該居宅サービス計画の内容並びに利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画

作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。 

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うア

セスメント（利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する

上で解決すべき課題を把握することをいう。）の結果を踏まえ、作成しなければならない。 

４ 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、第１項に規定す

る事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。 

５ 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の規定による記載に際し、

必要な指導及び管理を行うとともに、次項の規定により計画作成責任者が利用者又はその家族に対

し定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協

力を行わなければならない。 

６ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

７ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。 

８ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成（この項の規定による定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を含む。）後、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更

を行うものとする。 

９ 第１項から第７項までの規定は、前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更

について準用する。 

１０ 訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師を除く。）は、訪問看護サービスについて、訪問日、

提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。 

１１ 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

１２ 前条第４項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に

係るものに限る。）及び訪問看護報告書の作成について準用する。 

 （同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第２７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（随時対応
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サービスを除く。）の提供をさせてはならない。 

 （利用者に関する市への通知） 

第２８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を

市に通知しなければならない。 

（１） 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わない

ことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

（２） 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第２９条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治の

医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じ

て臨時応急の手当を行わなければならない。 

（管理者等の責務） 

第３０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。 

 （運営規程） 

第３１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運

営規程」という。）を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 通常の事業の実施地域 

（６） 緊急時等における対応方法 

（７） 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

（８） その他運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第３２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業

所（以下この項において「指定訪問介護事業所等」という。）との密接な連携を図ることにより当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、
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定期巡回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を、当該他の指定訪問介

護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、午後６時から午前８時までの間に行われる随時対応サービスにつ

いては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることが

できる。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 （衛生管理等） 

第３３条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

 （掲示） 

第３４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の

体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな

い。 

 （秘密保持等） 

第３５条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、

あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 （広告） 

第３６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 （指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業

者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない。 

 （苦情解決） 

第３８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情

の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に関し、法第２３条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市

の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力すると

ともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行
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わなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を市に報告しなければならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１

７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言

を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった

場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員

（市の区域内に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する場合に限る。）又は当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第

１項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を

有する者等により構成される協議会（以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。）を

設置し、おおむね３月に１回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・

医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての

記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及

び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供を行うよう努めなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第４０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講ずるとともに、当該事故に

ついて、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡しなければな

らない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第１項の事故による損害のうち、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者が賠償すべきものについては、速やかに賠償しなければならな

い。 

 （会計の区分） 

第４１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計と

その他の事業の会計を区分しなければならない。 

 （記録の整備） 

第４２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する
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諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

（２） 第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３） 第２５条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

（４） 第２６条第１０項に規定する訪問看護報告書 

（５） 第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（６） 第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（７） 第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記

録を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費（法第４２条の３第１項に

規定する特例地域密着型介護サービス費をいう。以下同じ。）の額の算定の基礎となる記録であっ

て、市長が別に定めるもの 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例 

 （適用除外） 

第４３条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

のうち法第８条第１５項第２号に該当するものをいう。次条において同じ。）の事業を行う者（以下

「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。）ごとに置くべき定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第６条第１項第４号、第９項、第１０項及

び第１２項の規定は適用しない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第２５条、第２６条第４項（同

条第９項において準用する場合を含む。）、第５項（同条第９項において準用する場合を含む。）及び

第１０項から第１２項まで並びに前条第２項第３号及び第４号の規定は適用しない。 

 （指定訪問看護事業者との連携） 

第４４条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者

に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する指定訪問看護事業者（以下こ

の項において「連携指定訪問看護事業者」という。）との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業

者から、次に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。 

（１） 第２６条第３項に規定するアセスメント 

（２） 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保 

（３） 第３９条第１項に規定する介護・医療連携推進会議への参加 

（４） その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助

言 

第３章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等 

（基本方針） 

第４５条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護（以下「指定夜間対応型訪問

介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、当該事業の利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間
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において、定期的な巡回又は随時通報によりその居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の

緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるように

するための援助を行うものでなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護） 

第４６条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用

者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下この章において「定期巡回サービス」とい

う。）、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用

者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型訪問介護の提供に当た

る介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同

じ。）の訪問の要否等を判断するサービス（以下「オペレーションセンターサービス」という。）

及びオペレーションセンター（オペレーションセンターサービスを行うための次条第１項第１

号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。）等から

の随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護（以下この章において「随時訪問サービス」

という。）を提供するものとする。 

２ オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に１か所以上設置しなければならない。

ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオ

ペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーシ

ョンセンターを設置しないことができる。 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第４７条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。）ごとに置くべ

き従業者（以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。）の職種は、次の各号に掲げるものとし、そ

の職種ごとの員数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、前条第２項ただし書の

規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター

従業者を置かないことができる。 

（１） オペレーションセンター従業者 オペレーター（指定夜間対応型訪問介護を提供する時

間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章にお

いて同じ。）として１以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として１以上確保されるた

めに必要な数以上 

（２） 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切

に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

（３） 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通

じて専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が１以上確保されるために必要な数以

上 

２ 利用者の処遇に支障がない場合は、前項第１号及び第３号の規定にかかわらず、同項第１号

のオペレーターは、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指

定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の業務又は利用者以

外の者からの通報を受け付ける業務に、同項第３号の随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事

業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の業務に従事することができる。 

３ オペレーターは、看護師、介護福祉士その他市長が定める者をもって充てなければならない。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯

を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、３年以上サービス提供責任者の業務に

従事した経験を有する者をもって充てることができる。 
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（管理者） 

第４８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所

の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の業務又は同一敷地内の

他の事業所、施設等（当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該同一敷地内の他の事業所、施設等と一体的に

運営している場合に限る。）の業務に従事することができ、日中のオペレーションセンターサー

ビスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第６条第１

項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、

指定訪問介護事業所の業務に従事することができる。 

第３節 設備に関する基準 

 （設備及び備品等） 

第４９条 指定夜間対応型訪問介護事業所には、指定夜間対応型訪問介護の事業の運営を行うた

めに必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができ

るよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレータ

ーに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第１号に掲げる機器等については、指

定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確

保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えない

ことができる。 

 （１） 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

 （２） 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

３ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオ

ペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなけ

ればならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことがで

きる場合は、この限りでない。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第８条に規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

  第４節 運営に関する基準 

 （指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針） 

第５０条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーシ

ョンセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対

応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることが

できるものでなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） 

第５１条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

（１） 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が
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安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 

（２） 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面

接及び１月ないし３月に１回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、

その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び

助言を行うものとする。 

（３） 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者か

らの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 

（４） 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うもの

とする。 

（５） 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（６） 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション（指定居宅サービ

ス等基準条例第６６条第１項第１号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。）への連絡

を行う等の適切な措置を講ずるものとする。 

（７） 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理

を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文

書を利用者に交付するものとする。 

（夜間対応型訪問介護計画の作成） 

第５２条 オペレーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合にあって

は、訪問介護員等。以下この章において同じ。）は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な

定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成し

なければならない。 

２ 夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サー

ビス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、その内容

について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対

応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成（この項の規定による夜

間対応型訪問介護計画の変更を含む。）後、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準

用する。 

（緊急時等の対応） 

第５３条 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

（管理者等の責務） 

第５４条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従

業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に

この章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 
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３ オペレーションセンター従業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型

訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管

理を行うものとする。 

 （運営規程） 

第５５条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 通常の事業の実施地域 

（６） 緊急時等における対応方法 

（７） 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

（８） その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第５６条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提

供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体

制を定めておかなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対

応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供し

なければならない。ただし、随時訪問サービスについては、他の指定訪問介護事業所との連携

を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる

場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員

等に行わせることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されている場合（第３２

条第２項ただし書の規定により当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者が当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の業務を行うことにつき市長に認められている場合に限

る。）であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範

囲内において、定期巡回サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指定訪問介護事業

所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わせることができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第５７条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応

型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第５８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 夜間対応型訪問介護計画 

（２） 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等
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の記録 

（３） 次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（４） 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５） 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

３ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号

に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎となる記

録であって、市長が別に定めるもの 指定夜間対応型訪問介護を提供した日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

 （準用） 

第５９条 第９条から第２２条まで、第２７条、第２８条、第３３条から第３８条まで、第４０条及

び第４１条の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第９

条第１項、第１９条、第３３条及び第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第１４条中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーシ

ョンセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等）」と、

第２７条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護（随時対応サービスを除く。）」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と

読み替えるものとする。 

第４章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針 

第６０条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護（以下「指定認知症対応型

通所介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、認知症（法第５条の２に

規定する認知症をいう。以下同じ。）である利用者（認知症の原因となる疾患が急性の状態にあ

る者を除く。以下同じ。）が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用

者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第６１条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。

以下同じ。）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、

社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。）に併設されていない事業所にお

いて行われる指定認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型

通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所」という。）ごとに置くべき従業者の職種は、次の各号に掲げるものとし、その職種ごとの員

数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）を

提供する日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に

生活相談員（専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。）
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が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供して

いる時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

（２） 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職員 

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が１以上及び当該単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間

数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して

得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

（３） 機能訓練指導員 １以上 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護の単位ごとに、前項第２号の看護職員又は介護職員を、常時１人以上当該単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。 

３ 第１項第２号の規定にかかわらず、同号の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員と

して従事することができる。 

４ 前３項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護であってその提供が同時に１又は複数の利用者（当該単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（大和高田

市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例（平成２４年条例

第２８号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第５条第１項に規定

する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護（同項第１号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。）に対して一体

的に行われるものをいい、その利用定員（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。第６３条第２項第１号アにおいて同じ。）を１２人以下とする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の

業務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第１号の生活相談員、同項第２号の看護職員又は同号の介護職員のうち１人以上は、

常勤でなければならない。 

７ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事

業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第５条第１項

から第６項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６２条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ
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し、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の業務に従事することができる。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、市長が定める

研修を修了しているものでなければならない。 

（設備及び備品等） 

第６３条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相

談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備並びに

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

２ 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 食堂及び機能訓練室 次に定めるところによる。 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、

３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広

さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合

にあっては、同一の場所とすることができる。 

（２） 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供

するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所

介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事

業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７条第１項

から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第６４条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７１条第１項に規定する指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。）の居間若しくは食堂又は指定地

域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室におい

て、これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所

介護（以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。）の事業を行う者（以下「共用型指定

認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型指定認知症対

応型通所介護事業所」という。）に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該

入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定認知症対応型通

所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第８条第１項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護（同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応
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型通所介護の利用者。次条において同じ。）の数を合計した数について、第１１０条、第１３０

条若しくは第１５１条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７１条に規定する従業

者の員数を満たすために必要な数以上とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

指定地域密着型介護予防サービス基準条例第８条第１項に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（利用定員等） 

第６５条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用型指定認知症対応型通

所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに

１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に規定す

る指定居宅サービスをいう。）、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援（法第４６条第１

項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定す

る指定介護予防サービスをいう。）、指定地域密着型介護予防サービス（法第５４条の２第１項

に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。）若しくは指定介護予防支援（法第５８条

第１項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型

医療施設の運営（第８２条第７項において「指定居宅サービス事業等」という。）について３年

以上の経験を有する者でなければならない。 

 （管理者） 

第６６条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の

業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事することができる。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介

護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第６２条第２項に規定する市長

が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 運営に関する基準 

 （心身の状況等の把握） 

第６７条 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者

及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）は、指定認知症対応型通所

介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第６８条 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対

応型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型

通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型通所介護事業者

に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型

通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型通所介

護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけ
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ればならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額

の支払を利用者から受けることができる。 

（１） 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う

送迎に要する費用 

（２） 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認知症対応型通所介護であ

って利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定認

知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

（３） 食事の提供に要する費用 

（４） おむつ代 

（５） 前各号に掲げるもののほか、指定認知症対応型通所介護の提供において提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担

させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、市長が定めるところによるものとする。 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第６９条 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第７０条 指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を

継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心

身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

（２） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利

用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

（３） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画に基づき、

漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むことがで

きるよう必要な援助を行うものとする。 

（４） 認知症対応型通所介護従業者（第６１条第１項又は第６４条第１項の従業者をいう。

以下同じ。）は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明

を行うものとする。 

（５） 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介

護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（６） 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援

助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するも

のとする。 

（認知症対応型通所介護計画の作成） 

第７１条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所

又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）の管理者（第６２条又は第

６６条の管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は、利用者の心身の状況及び希
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望並びにその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サ

ービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画を作成した際には、

当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 認知症対応型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に

従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況を記録しなければならない。 

（管理者の責務） 

第７２条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、指定認知症対応型通所介護事業所の従

業者の管理及び指定認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業

者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第７３条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第６１条第４項又は第６５条第１項の利用定

員をいう。第７５条において同じ。） 

（５） 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６） 通常の事業の実施地域 

（７） サービス利用に当たっての留意事項 

（８） 緊急時等における対応方法 

（９） 非常災害対策 

（１０） その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定認知症対応型通所介護

を提供できるよう、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めてお

かなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、当該指定認

知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定認知症対応型通所介護を提供しなければなら

ない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、認知症対応型通所介護従業者に対し、その資質の向上

のための研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第７５条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定認知症対応型通所介護の

提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

（非常災害対策） 
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第７６条 指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災

害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するととも

に、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第７７条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は

飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、当該指定認知症対応型通所介護事業所において感染症

が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（地域との連携等） 

第７８条 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等と連携し、又は協力することその他の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定認知症対

応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業

その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第７９条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 認知症対応型通所介護計画 

（２） 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等

の記録 

（３） 次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（４） 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５） 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各

号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎となる記

録であって、市長が別に定めるもの 指定認知症対応型通所介護を提供した日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

（準用） 

第８０条 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、第２０条、第２２条、第２８

条、第３４条から第３８条まで、第４０条、第４１条及び第５３条の規定は、指定認知症対応

型通所介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第７３条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第３４条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と読み

替えるものとする。 

第５章 小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針 

第８１条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護（以下「指定小規模多機

能型居宅介護」という。）の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの

拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させる場合は当該拠点において、家庭的な環境と地域住民
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との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う

ことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことが

できるようにするものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第８２条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「小規模多機能型居

宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサ

ービス（登録者（指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護

事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。）を指定小規模多機能型居宅介護事

業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当た

る者をその利用者（当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。）の指定を併せて受け、

かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第４３条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が３又はその端数を増すごと

に１以上及び訪問サービス（小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居

宅において行う小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体事業所である指定小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に

規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の

同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う

指定小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者

を１以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小

規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行わ

れる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項において同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤

務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定小規模多機能型居宅介護

事業所の指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。 

４ 第１項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、看護師又は准看護師でなけれ

ばならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多

機能型居宅介護（第７項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業

所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）

の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービス

を提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及
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び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護

従業者を置かないことができる。 

６ 指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている

場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置

くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当

該小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の業務に従事することができる。 

（１） 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

（２） 指定地域密着型特定施設 

（３） 指定地域密着型介護老人福祉施設 

（４） 指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号

に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。） 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小規模

多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関す

る事業について３年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型サ

ービス事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事業所」

という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービス

の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められると

きは、１人以上とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、

夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従

業者又は複合型サービス従業者（第１９１条第１項に規定する複合型サービス従業者をいう。）

により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護

従業者を置かないことができる。 

９ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、

本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、

看護師又は准看護師を置かないことができる。 

１０ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能

型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該

介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所の他の業務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第６項各号に

掲げる施設等の業務に従事することができる。 

１１ 前項の介護支援専門員は、市長が定める研修を修了している者でなければならない。 

１２ 第１０項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所について

は、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、

小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の市長が定める研修を修了している者

（第９６条第１項において「研修修了者」という。）を置くことができる。 

１３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４４条第１項から第１２項までに規定する人員に関する基準を
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満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第８３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の業務

に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第６項各号に掲げる施

設等の業務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の業務（当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問

介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、

これらの事業に係る業務を含む。）に従事することができる。 

２ 前項本文及び第１９２条第１項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体

事業所の管理者をもって充てることができる。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老人福祉法第２０条

の２の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める

者をいう。次条、第１１１条第２項、第１１２条、第１９２条第２項及び第１９３条において

同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、市長が定め

る研修を修了しているものでなければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共

同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である

者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わ

った経験を有する者であって、市長が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（登録定員及び利用定員） 

第８５条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（登録者の数（当該指定小規模多機能

型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護

予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する登録者の数の合計数）の上限をいう。以下こ

の章において同じ。）は、２５人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

１８人）以下とする。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次の各号に掲げるサービスの利用定員（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上限をいう。以

下この章において同じ。）を、当該各号に定める範囲内において定めるものとする。 

（１） 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（サテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、１２人）まで 

（２） 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）まで 

（設備及び備品等） 

第８６条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備

その他の非常災害に対処するために必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必
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要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

（１） 居間及び食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

（２） 宿泊室 次に定めるところによる。 

ア 一の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、

２人とすることができる。 

イ 一の宿泊室の床面積は、７.４３平方メートル以上としなければならない。 

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける場合は、個室

以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね７.４３平方メートルに宿泊サービスの

利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は、

利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。 

エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めること

ができる。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでな

ければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場

合は、この限りでない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との

交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が

確保される地域に立地しなければならない。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第４８条第１項から第４項までに規定する設備に関する基準を満た

すことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第８７条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっ

ては、介護支援専門員（第８２条第１２項の規定により介護支援専門員を配置していないサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下

この条及び第９３条において同じ。）が開催するサービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サ

ービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者

を招集して行う会議をいう。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（居宅サービス事業者等との連携） 

第８８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当

たっては、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たって

は、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際して

は、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護

支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第８９条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サ
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ービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家

族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第９０条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模

多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多

機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介

護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものと

する。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機

能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定小規模多機能型

居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の

額の支払を利用者から受けることができる。 

（１） 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う

送迎に要する費用 

（２） 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを

提供する場合は、それに要した交通費の額 

（３） 食事の提供に要する費用 

（４） 宿泊に要する費用 

（５） おむつ代 

（６） 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される

便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負

担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号及び第４号に掲げる費用については、市長が定めるところによるものとする。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） 

第９１条 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質

の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常に

その改善を図らなければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第９２条 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとす

る。 

（１） 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活

を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の

心身の状況及び希望並びにその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス

及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。 

（２） 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、

利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮

して行うものとする。 

（３） 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基
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づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むこ

とができるよう必要な援助を行うものとする。 

（４） 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理

解しやすいように説明を行うものとする。 

（５） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体の拘束等」という。）を

行ってはならない。 

（６） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体の拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

（７） 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少

ない状態が続くものであってはならない。 

（８） 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日に

おいては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居

宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

（居宅サービス計画の作成） 

第９３条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サ

ービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、規則で定める指

定居宅介護支援の具体的取扱方針に沿って行うものとする。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第９４条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市（法第４２条の２第９項において準

用する法第４１条第１０項の規定により法第４２条の２第８項の規定による審査及び支払に関

する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連

合会）に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定

代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならな

い。 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第９５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事

業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直

近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（小規模多機能型居宅介護計画の作成） 

第９６条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員（第８２条第１２項

の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。）に、小規模多機能型居宅介護計画の作

成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動へ

の参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように

努めなければならない。 

３ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況及び希望並びにその置かれている環境を踏まえて、

他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基

本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス
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及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。 

４ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

５ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機能型居

宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成（この項の規定による小規模多機能

型居宅介護計画の変更を含む。）後においても、常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況

及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を

行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は、前項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の変更につい

て準用する。 

（介護等） 

第９７条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資する

よう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者

の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を

受けさせてはならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利

用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第９８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の

意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対す

る手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、利用者の同意を得て、

これらの者に代わって当該手続等を行わなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者

とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第９９条 小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行って

いるときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治の医師又はあら

かじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関（当該指定小規模多機能

型居宅介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携及び協力が合意されている医

療機関をいう。第１０３条第１項において同じ。）への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（運営規程） 

第１００条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用

定員 

（５） 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６） 通常の事業の実施地域 

（７） サービス利用に当たっての留意事項 
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（８） 緊急時等における対応方法 

（９） 非常災害対策 

（１０） その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１０１条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サー

ビスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、災

害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態、希

望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ない

ものとする。 

（非常災害対策） 

第１０２条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非

常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知すると

ともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第１０３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用

者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該指定小規模多

機能型居宅介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携及び協力が合意され

ている歯科医療機関をいう。）を定めておくよう努めなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の

対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間で連携及び支援の体制を

整えなければならない。 

（調査への協力等） 

第１０４条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関

し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているか

どうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合

においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

（地域との連携等） 

第１０５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会（以

下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会

議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議によ

る評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を

作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等と連携し、又は協力することその他の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定小規模

多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行
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う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同

一の建物に居住する利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に

居住する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければな

らない。 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第１０６条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生

活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第８２条第６項各号に掲げる施設

等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（記録の整備） 

第１０７条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供

に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 居宅サービス計画 

（２） 小規模多機能型居宅介護計画 

（３） 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等

の記録 

（４） 第９２条第６号に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（５） 次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（６） 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（７） 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

（８） 第１０５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該

各号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎となる記

録であって、市長が別に定めるもの 指定小規模多機能型居宅介護を提供した日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

（準用） 

第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条

まで、第４０条、第４１条、第７２条、第７４条及び第７７条の規定は、指定小規模多機能型

居宅介護の事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する

運営規程」とあるのは「第１００条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第３４条中「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第７２条第２項中「この節」とあるのは「第５章第４節」と、第７４条第３項中「認知症対応

型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。 

第６章 認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針 

第１０９条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護（以下「指定認知症

対応型共同生活介護」という。）の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同

生活住居（法第８条第１９項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）において、
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家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるようにするものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１１０条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定認知症対応型共同生活

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定認知症対応型共同生活介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以下「介

護従業者」という。）の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の

時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算

方法で、当該共同生活住居の利用者（当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業者（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７１条第１

項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活

介護（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７０条に規定する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第１１３条において同じ。）の数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に

夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。）を

行わせるために必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定認知症対応型共同生活介

護事業所の指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項の介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合

型サービス事業所が併設されている場合において、前３項に定める員数を満たす介護従業者を

置くほか、第８２条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす

小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第１９１条に定める指定複合型サービス

事業所の人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置いているときは、当該介護従業

者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の業務に従事す

ることができる。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉

サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生

活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成

担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居

における他の業務に従事することができる。 

６ 前項の計画作成担当者は、市長が定める研修を修了している者でなければならない。 

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならな

い。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介

護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な

運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かな

いことができる。 

８ 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するもの

とする。 

９ 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健
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施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を

有すると認められる者をもって充てることができるものとする。 

１０ 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第７１条第１項から第９項までに規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、

当該共同生活住居の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併

設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定複合型サービス事業所の業務に従事す

ることができる。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知

識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指

定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であって、市長が定める研修を修了しているものでなけ

ればならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第１１２条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイ

サービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若し

くは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、市長

が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数

は１又は２とする。 

２ 共同生活住居は、その入居定員（当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生

活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第１２４条において同じ。）を

５人以上９人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に対処す

るために必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 

３ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人と

することができる。 

４ 一の居室の床面積は、７.４３平方メートル以上としなければならない。 

５ 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民と

の交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会

が確保される地域に立地しなければならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第７４条第１項から第６項までに規定する設備に関する基

準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（入退居） 
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第１１４条 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるもののうち、少

人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断

書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入

居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の

指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な

措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、入居申込者の心身

の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希

望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなけ

ればならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に

対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１１５条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居し

ている共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載し

なければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、

提供した具体的なサービスの内容、当該サービスの提供を受けた利用者、提供した日その他必

要な事項を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１１６条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認

知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定認

知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型

共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受

けるものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対

応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応

型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用

の額の支払を利用者から受けることができる。 

（１） 食材料費 

（２） 理美容代 

（３） おむつ代 

（４） 前３号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 
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第１１７条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心し

て日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行われなけれ

ばならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役

割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければなら

ない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護は、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一

的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

４ 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行わなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体の拘束等を行ってはならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体の拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護

の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、

常にその改善を図らなければならない。 

（認知症対応型共同生活介護計画の作成） 

第１１８条 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者（第１１０条第７項の計画作成担当者を

いう。以下この条において同じ。）に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担

当させるものとする。 

２ 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動

への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 

３ 計画作成担当者は、利用者の心身の状況及び希望並びにその置かれている環境を踏まえて、

他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

５ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共

同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成（この項の規定による認知症対応

型共同生活介護計画の変更を含む。）後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型

共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行う

ことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対

応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は、前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更につ

いて準用する。 

（介護等） 

第１１９条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該

共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるも
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のとする。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１２０条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜
し

好に応じた活動の支

援に努めなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対

する手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、利用者の同意を得

て、これらの者に代わって当該手続等を行わなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用

者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（管理者による管理） 

第１２１条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着

型サービス、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事

業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事

業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、

この限りでない。 

（運営規程） 

第１２２条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 利用定員 

（４） 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 入居に当たっての留意事項 

（６） 非常災害対策 

（７） その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１２３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型

共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることが

できるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１２４条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居さ

せてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（協力医療機関等） 

第１２５条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、協力医療機関（当該指定認知症対応型共同生活介護事業者との間で、利用者が医療

を必要とした際の連携及び協力が合意されている医療機関をいう。）を定めておかなければな

らない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該指定認知症

対応型共同生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携及び協力が合意

されている歯科医療機関をいう。）を定めておくよう努めなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時
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の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間で連携及び支援の体制

を整えなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第１２６条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者

に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他

の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当

該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受

してはならない。 

（記録の整備） 

第１２７条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 認知症対応型共同生活介護計画 

（２） 第１１５条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３） 第１１７条第６項に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（４） 次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（５） 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（６） 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

（７） 次条において準用する第１０５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当

該各号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎となる記

録であって、市長が別に定めるもの 指定認知症対応型共同生活介護を提供した日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

（準用） 

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３４条から第３

６条まで、第３８条、第４０条、第４１条、第７２条、第７７条、第９９条、第１０２条、第

１０４条及び第１０５条第１項から第４項までの規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事

業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」と

あるのは「第１２２条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第７２条第２項中「この節」とあるのは「第６章第

４節」と、第９９条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第１

０２条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護

事業者」と、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とある

のは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サー

ビスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。 

第７章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 

第１２９条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護（以下「指

定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。）の事業は、地域密着型特定施設サービス計
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画（法第８条第２０項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」とい

う。）が指定地域密着型特定施設（同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。）においてその有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定地域密着型特定施設入

居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１３０条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置

くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「地域密着型特定施設

従業者」という。）の職種は、次の各号に掲げるものとし、その職種ごとの員数は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１） 生活相談員 １以上 

（２） 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職員 

次に定めるところによる。 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は、常勤換算方法で、１以上とすること。 

ウ 常に１以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保さ

れること。 

（３） 機能訓練指導員 １以上 

（４） 計画作成担当者 １以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定地域密着型特定施設の指

定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項第１号の生活相談員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の提供に当たるものとし、看護職員のうち１人以上及び介護職員のうち１人以上は、常勤の者

でなければならない。ただし、サテライト型特定施設（当該施設を設置しようとする者により

設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対す

る支援機能を有するもの（以下この章において「本体施設」という。）との密接な連携を確保し

つつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。）にあっ

ては、常勤換算方法で１以上とする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための

訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型特定施設における他の業務に従事するこ

とができるものとする。 

６ 第１項第４号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域

密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の業務に従事すること

ができる。 

７ 第１項及び前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員

又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、これを置かないことができる。 
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（１） 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門員 

（２） 病院 介護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。） 

８ 第１項第１号の生活相談員、同項第２号の看護職員及び介護職員、同項第３号の機能訓練指

導員並びに同項第４号の計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内

にある他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。 

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業

所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置

くほか、第８２条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小

規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第１９１条に定める指定複合型サービス事

業所の人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置いているときは、当該指定地域密

着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事

業所の業務に従事することができる。 

１０ 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定

施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

（管理者） 

第１３１条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに

専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の

管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の業務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等若しくは本体施設の業務（本体施設が病院又は診療所の場合

は、管理者としての職務を除く。）若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若し

くは指定複合型サービス事業所の業務に従事することができる。 

第３節 設備に関する基準 

第１３２条 指定地域密着型特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。次項において同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定す

る準耐火建築物をいう。）でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が、木造かつ平屋建ての建物について、火災予防、消火活動

等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たし、

かつ、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めた場合は、指定地域密着型特定施設

の建物とすることができる。 

（１） スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火

災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

（２） 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑

な消火活動が可能なものであること。 

（３） 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、

円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、第１３０条に定め

る基準により置かれるべき従業者の員数を超える員数の従業者を置くこと等により、火災の

際の円滑な避難が可能なものであること。 

３ 指定地域密着型特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設

入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有し

なければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されてい

る場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場

合にあっては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を
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利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができる。 

４ 指定地域密着型特定施設の介護居室（指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための

専用の居室をいう。以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準

を満たさなければならない。 

（１） 介護居室 

ア 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２

人とすることができる。 

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

（２） 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。 

（３） 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

（４） 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 

（５） 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

 （６） 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

５ 指定地域密着型特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有

するものでなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設は、消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備を設け

るものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については、建築基

準法及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）の定めるところによる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明並びに契約の締結等） 

第１３３条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はそ

の家族に対し、第１４５条の重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額

及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関

する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不

当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定地域密着型特定施設入居

者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしてい

る場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の

適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定による文書の交付について準用する。 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第１３４条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者

生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護

サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者（以下「入居者等」

という。）が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供する

ことが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やか

に講じなければならない。 
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４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければな

らない。 

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意） 

第１３５条 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームである指定地域密着型特定施

設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものを除く。以下

この条において同じ。）を提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定

地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の

同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１３６条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者

生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名

称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用

者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護

を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容、当該サービスの提供を受けた利用者、

提供した日その他必要な事項を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１３７条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当す

る指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部と

して、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額

から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス

費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、

指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

（１） 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

（２） おむつ代 

（３） 前２号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第１３８条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を

妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫

然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方
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法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護

の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体の拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体の拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施

設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（地域密着型特定施設サービス計画の作成） 

第１３９条 指定地域密着型特定施設の管理者は、計画作成担当者（第１３０条第１項第４号の

計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。）に地域密着型特定施設サービス計画の作

成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に

抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上

で解決すべき課題を把握しなければならない。 

３ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望及び利用者について把握された解決すべき課

題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、

サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービ

ス計画の原案を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容

について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 

５ 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型特

定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成（この項の規定による地域密着

型特定施設サービス計画の変更を含む。）後においても、他の地域密着型特定施設従業者との

連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うと

ともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サ

ービス計画の変更を行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は、前項に規定する地域密着型特定施設サービス計画の変更に

ついて準用する。 

（介護） 

第１４０条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す

るよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、１週

間に２回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法

により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前３項に定めるほか、利用者に対し、食

事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

（機能訓練） 

第１４１条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、

必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなけ

ればならない。 
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（健康管理） 

第１４２条 指定地域密着型特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するととも

に、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第１４３条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その

置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第１４４条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図

るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第１４５条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 入居定員及び居室数 

（４） 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

（６） 施設の利用に当たっての留意事項 

（７） 緊急時等における対応方法 

（８） 非常災害対策 

（９） その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１４６条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域

密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者に

よって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定

地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができ

る場合は、この限りでない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着

型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合

にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなけ

ればならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（協力医療機関等） 

第１４７条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備える

ため、あらかじめ、協力医療機関（当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者との間

で、利用者が医療を必要とした際の連携及び協力が合意されている医療機関をいう。）を定め

ておかなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該指

定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連

携及び協力が合意されている歯科医療機関をいう。）を定めておくよう努めなければならない。 

（記録の整備） 
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第１４８条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設

入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 地域密着型特定施設サービス計画 

（２） 第１３６条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３） 第１３８条第５項に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（４） 第１４６条第３項に規定する結果等の記録 

（５） 次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（６） 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（７） 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

（８） 次条において準用する第１０５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

（９） 入居者である居宅要介護被保険者に代わり地域密着型介護サービス費の支払を受ける

ことについて当該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及び当該居宅要介護被保険者の氏名等

が記載された書類 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その

記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎となる記

録であって、市長が別に定めるもの 指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日か

ら５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

（準用） 

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４０条、

第４１条、第７２条、第７６条、第７７条、第９９条及び第１０５条第１項から第４項までの

規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、

第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従

業者」と、第７２条第２項中「この節」とあるのは「第７章第４節」と、第１０５条第１項中

「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者

生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動

状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。 

第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第１節 基本方針 

第１５０条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。）の事業を行う地域密着型

介護老人福祉施設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。）は、地域密着型施設サ

ービス計画（法第８条第２１項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。）に

基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介

護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理

及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に

立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならな

い。 
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３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付

きを重視した運営を行い、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事

業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び市との

密接な連携に努めなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１５１条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の職種は、次の各号に掲げるものと

し、その職種ごとの員数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

（２） 生活相談員 １以上 

（３） 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 

次に定めるところによる。 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は、１以上とすること。 

（４） 栄養士 １以上 

（５） 機能訓練指導員 １以上 

（６） 介護支援専門員 １以上 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定地域密着型介護老人福祉

施設の指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の

業務に従事する者でなければならない。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設（第１７８条に規定するユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。以下この条において同じ。）及びユニ

ット型指定介護老人福祉施設（奈良県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年奈良県条例第１４号）第４５条に規定するユニット型指定介護老人福

祉施設をいう。）を併設する場合又は指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の介護職員及び看護職員（第１８７条第２項の規定

に基づき配置される看護職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限り

でない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型居住施設（当該施設を設置しようとする者により

設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所

であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この章において「本体施設」という。）

との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福

祉施設をいう。以下同じ。）の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住

施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施

設にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

６ 第１項第３号の介護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。 

７ 第１項第３号の看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテ

ライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で１以上とする。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員

又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、これを置かないことができる。 
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（１） 指定介護老人福祉施設 栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員 

（２） 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は介護支

援専門員 

（３） 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。）又は介護支援専門員（指定

介護療養型医療施設の場合に限る。） 

９ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退

を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。 

１０ 第１項第５号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の業務に従

事することができる。 

１１ 第１項第６号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の業務

に従事することができる。 

１２ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービ

ス等基準条例第１３１条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定

短期入所生活介護事業所等」という。）が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介

護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短

期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第

１０１条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）若しくは指定介護予防サービス等基準

条例第９９条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等

又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第５条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行

う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能

訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能

訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置

かないことができる。 

１４ 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員

は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。 

１５ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サ

ービス事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援

専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービ

ス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切

に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

１６ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定複合型サー

ビス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）

が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に

関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第８２条

若しくは第１９１条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条に定める人員に関

する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業

者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の業務に従事することができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設に設けるべき設備は、次の各号に掲げるものとし、そ
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の設備ごとの基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 居室 次に定めるところによる。 

ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

イ 入所者１人当たりの床面積は、１０.６５平方メートル以上とすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

（２） 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

（３） 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

（４） 洗面設備 次に定めるところによる。 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

（５） 便所 次に定めるところによる。 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものと

すること。 

（６） 医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療す

るために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に用いる設備を設

けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設について

は、医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、

必要に応じて臨床検査に用いる設備を設けることで足りる。 

（７） 食堂及び機能訓練室 次に定めるところによる。 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平方メートルに入所定

員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合におい

て、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一

の場所とすることができる。 

イ 必要な備品を備えること。 

（８） 廊下 廊下幅は、１.５メートル以上（中廊下にあっては、１.８メートル以上）とす

ること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来

に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。 

（９） その他の設備 消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備を設けること。 

２ 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでな

ければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その

他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは

診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（入退所） 

第１５４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常

時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引い

た数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所

させるよう努めなければならない。 
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３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、入所申込者に係る指定

居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居

宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照ら

し、入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなけ

ればならない。 

５ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の

間で協議しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照ら

し、入所者が居宅において日常生活を営むことができると認められる場合は、入所者及びその

家族の希望、入所者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、入所者に対し、円滑な退

所のために必要な援助を行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等

の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１５５条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所して

いる介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に

記載しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提

供した際には、提供した具体的なサービスの内容、当該サービスの提供を受けた入所者、提供

した日その他必要な事項を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１５６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額

（介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号。以下「施行法」という。）第１３条第３項に規

定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現

に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。）とする。次項並

びに第１８１条第１項及び第２項において同じ。）から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に

支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密

着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額

の支払を入所者から受けることができる。 

（１） 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービ

ス費が入所者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（特定要

介護旧措置入所者（施行法第１３条第５項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下

同じ。）にあっては、同項第１号に規定する食費の特定基準費用額。第１８１条第３項第１号

において同じ。）（法第５１条の３第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所

者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第２項第１号に

規定する食費の負担限度額（特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第１３条第５項第
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１号に規定する食費の特定負担限度額。第１８１条第３項第１号において同じ。））を限度と

する。） 

（２） 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が

入所者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（特定要介護

旧措置入所者にあっては、施行法第１３条第５項第２号に規定する居住費の特定基準費用額。

第１８１条第３項第２号において同じ。）（法第５１条の３第４項の規定により当該特定入所

者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合

は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額（特定要介護旧措置入所者にあっては、

施行法第１３条第５項第２号に規定する居住費の特定負担限度額。第１８１条第３項第２号

において同じ。））を限度とする。） 

（３） 市長の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必

要となる費用 

（４） 市長の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必

要となる費用 

（５） 理美容代 

（６） 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におい

て提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の入所者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、市長が定めるところによるものとする。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した

文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。この場合において、同項第

１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第１５７条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画

に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、入所者の心身の状況等に

応じて、入所者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上

必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提

供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体の拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体の拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（地域密着型施設サービス計画の作成） 

第１５８条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サ

ービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護

支援専門員」という。）は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常

生活全般を支援する観点から、地域密着型施設サービス計画に当該地域の住民による自発的な
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活動によるサービス等の利用を位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法

により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が

現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援す

る上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合に

おいて、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、

理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づ

き、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、入所者及びそ

の家族に対する総合的な援助の方針、入所者及びその家族の生活全般の解決すべき課題、入所

者についての指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、入所

者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、入所者に指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サー

ビス計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）

を招集して行う会議をいう。以下この章において同じ。）の開催、担当者に対する照会等によ

り、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者の専門的な見地からの意

見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又は

その家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着

型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成（この項の規定による地域

密着型施設サービス計画の変更を含む。）後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握

（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて地域密着型施設サ

ービス計画の変更を行うものとする。 

１０ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特

段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

（１） 定期的に入所者に面接すること。 

（２） 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１１ 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担

当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者の

専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

（１） 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

（２） 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

１２ 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更に

ついて準用する。 

（介護） 

第１５９条 介護は、入所者の心身の状況に応じ、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 66

させ、又は清しきしなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法

により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に

取り替えなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、

着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければな

らない。 

８ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定地域密着型

介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第１６０条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考

慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をすること

を支援しなければならない。 

（相談及び援助） 

第１６１条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている

環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、

必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１６２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者の

ためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対す

る手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者

の同意を得て、これらの者に代わって当該手続を行わなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者と

その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければなら

ない。 

（機能訓練） 

第１６３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければ

ならない。 

（健康管理） 

第１６４条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況

に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第１６５条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する

必要が生じた場合であって、入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれると

きは、入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、
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やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑

に入所することができるようにしなければならない。 

（管理者による管理） 

第１６６条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福

祉施設の業務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の業

務（本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。）に従事することがで

きる。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第１６７条 計画担当介護支援専門員は、第１５８条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。 

（１） 入所申込者の入所に際し、入所申込者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等

により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を

把握すること。 

（２） 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常

生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 

（３） その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むこ

とができると認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望、当該入所者が退所

後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行

うこと。 

（４） 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護

支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

と密接に連携すること。 

（５） 第１５７条第５項に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

（６） 第１７７条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

（７） 第１７５条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録す

ること。 

（運営規程） 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 施設の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 入所定員 

（４） 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料そ

の他の費用の額 

（５） 施設の利用に当たっての留意事項 

（６） 非常災害対策 

（７） その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１６９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかな

ければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によっ

て指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所
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者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１７０条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させて

はならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第１７１条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品

及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症

又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１） 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２） 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

（３） 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感

染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に

関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あら

かじめ、協力病院（当該指定地域密着型介護老人福祉施設との間で、入所者が医療を必要とし

た際の連携及び協力が合意されている病院をいう。）を定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該指定地域密着型

介護老人福祉施設との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携及び協力が合意されてい

る歯科医療機関をいう。）を定めておくよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第１７３条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する

情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第１７４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対

し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指

定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産

上の利益を収受してはならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第１７５条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次
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に定める措置を講じなければならない。 

（１） 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防

止のための指針を整備すること。 

（２） 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報

告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。 

（３） 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講ずるとともに、当該事故につ

いて、市、当該入所者の家族、当該入所者に係る居宅介護支援事業者等に速やかに連絡しなけ

ればならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２項の事故による損害のうち、指定地域密着型介護

老人福祉施設が賠償すべきものについては、速やかに賠償しなければならない。 

（記録の整備） 

第１７６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 地域密着型施設サービス計画 

（２） 第１５５条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３） 第１５７条第５項に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（４） 次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（５） 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（６） 前条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各

号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎となる記

録であって、市長が別に定めるもの 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供

した日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

（準用） 

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３４条、第３６

条、第３８条、第４１条、第７２条、第７６条及び第１０５条第１項から第４項までの規定は、

指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１６８条に規定する重要事項に関する規程」と、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第１３条第１項中「指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、

同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認

めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第７２条第２項中「この節」とあるのは「第

８章第４節」と、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と

あるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるも
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のとする。 

第５節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に

関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１７８条 第１節、第３節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設（施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当

該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一体

的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに

対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の基本方針並び

に設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１７９条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を

尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置い

て、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユ

ニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなけ

ればならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を

行い、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び市との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備） 

第１８０条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に設けるべき設備は、次の各号に掲げるも

のとし、その設備ごとの基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） ユニット 次に定めるところによる。 

ア 居室 

（ア） 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

（イ） 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近

接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね１０人以下

としなければならない。 

（ウ） 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

ａ １０.６５平方メートル以上とすること。ただし、（ア）ただし書の場合にあっては、

２１.３平方メートル以上とすること。 

ｂ ユニットに属さない居室を改修したものについては、ａに掲げるところによるほか、

入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井と

の間に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。 

（エ） ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

イ 共同生活室 

（ア） 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が

交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

（イ） 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニット

の入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

（ウ） 必要な設備及び備品を備えること。 
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ウ 洗面設備 

（ア） 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。 

（イ） 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

（ア） 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。 

（イ） ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適した

ものとすること。 

（２） 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

（３） 医務室 医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療す

るために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査に用いる設備を設

けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設について

は医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、

必要に応じて臨床検査に用いる設備を設けることで足りる。 

（４） 廊下 廊下幅は、１.５メートル以上（中廊下にあっては、１.８メートル以上）とす

ること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来

に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。 

（５） その他の設備 消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備を設けること。 

２ 前項第２号から第５号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１８１条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入居者から利用料の一部

として、地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額

と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げ

る費用の額の支払を入居者から受けることができる。 

（１） 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービ

ス費が入居者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第

４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度

額）を限度とする。） 

（２） 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が

入居者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項

の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）

を限度とする。） 

（３） 市長の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必

要となる費用 

（４） 市長の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必
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要となる費用 

（５） 理美容代 

（６） 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におい

て提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の入居者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、市長が定めるところによるものとする。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。この場合におい

て、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第１８２条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に

応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにす

るため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援

助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれ

の役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮し

て行われなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援すること

を基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、入居者の心身の状況

等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体の拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体の拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、自らその提供する指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（介護） 

第１８３条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活

を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなけれ

ばならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者

が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければなら

ない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快

適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければ

ならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代

えることができる。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法
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により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者につい

ては、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うと

ともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行

う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時１人以上の介護職員を介護に従事させ

なければならない。 

９ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならな

い。 

（食事） 

第１８４条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及

び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法

により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に

食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をするこ

とができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことがで

きるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をすることを支援しなければな

らない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１８５条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養

又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援し

なければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機

関等に対する手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入

居者の同意を得て、これらの者に代わって当該手続を行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、

入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めな

ければならない。 

（運営規程） 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 施設の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 入居定員 

（４） ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

（５） 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料そ
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の他の費用の額 

（６） 施設の利用に当たっての留意事項 

（７） 非常災害対策 

（８） その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１８７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることが

できるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行

わなければならない。 

（１） 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置するこ

と。 

（２） 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間

及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

（３） ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければな

らない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直

接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研

修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１８８条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室

の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある

場合は、この限りでない。 

（準用） 

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第１３条、第２２条、第２８条、第３４条、第３６

条、第３８条、第４１条、第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項まで、第１５３

条から第１５５条まで、第１５８条、第１６１条、第１６３条から第１６７条まで及び第１７

１条から第１７６条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは「第１

８６条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「従業者」と、第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の

開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認

定」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、

第７２条第２項中「この節」とあるのは「第８章第５節」と、第１０５条第１項中「小規模多

機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」とあるのは「活動状況」と、第１６７条中「第１５８条」とあるのは「第１８９条におい

て準用する第１５８条」と、同条第５号中「第１５７条第５項」とあるのは「第１８２条第７

項」と、同条第６号中「第１７７条」とあるのは「第１８９条」と、同条第７号中「第１７５

条第３項」とあるのは「第１８９条において準用する第１７５条第３項」と、第１７６条第２

項第２号中「第１５５条第２項」とあるのは「第１８９条において準用する第１５５条第２項」
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と、同項第３号中「第１５７条第５項」とあるのは「第１８２条第７項」と、同項第４号及び

第５号中「次条」とあるのは「第１８９条」と、同項第６号中「前条第３項」とあるのは「第

１８９条において準用する前条第３項」と読み替えるものとする。 

第９章 複合型サービス 

第１節 基本方針 

第１９０条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型サービス」

という。）の事業は、指定居宅サービス等基準条例第６５条に規定する訪問看護の基本方針及び

第８１条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

 （従業者の員数等） 

第１９１条 指定複合型サービスの事業を行う者（以下「指定複合型サービス事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定複合型サービス事業所」という。）ごとに置くべき指定複

合型サービスの提供に当たる従業者（以下「複合型サービス従業者」という。）の員数は、夜間

及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定複合型サービスの提供に当たる複合型サービス従業者に

ついては、常勤換算方法で、通いサービス（登録者（指定複合型サービスを利用するために指

定複合型サービス事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定複合型サービス事業所に

通わせて行う指定複合型サービス事業をいう。以下同じ。）の提供に当たる者をその利用者の数

が３又はその端数を増すごとに１以上及び訪問サービス（複合型サービス従業者が登録者の居

宅を訪問し、当該居宅において行う複合型サービス（本体事業所である指定複合型サービス事

業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサ

テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定複合

型サービスを含む。）をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者を２以上とし、夜

間及び深夜の時間帯を通じて指定複合型サービスの提供に当たる複合型サービス従業者につい

ては、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。

第６項において同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数

以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定複合型サービス事業所の

指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項の複合型サービス従業者のうち１以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければな

らない。 

４ 第１項の複合型サービス従業者のうち、常勤換算方法で２.５以上の者は、保健師、看護師又

は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）でなければならない。 

５ 第１項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、１以上の者は、看護

職員でなければならない。 

６ 宿泊サービス（登録者を指定複合型サービス事業所に宿泊させて行う指定複合型サービス（本

体事業所である指定複合型サービス事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業

所に宿泊させて行う指定複合型サービスを含む。）をいう。以下同じ。）の利用者がいない場合

であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要

な連絡体制を整備しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じ

て夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる複合型サービス従業者を置かないことができる。 

７ 指定複合型サービス事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合にお

いて、前各項に定める人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置くほか、当該各号
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に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該複合型サービス

従業者は、当該各号に掲げる施設等の業務に従事することができる。 

（１） 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

（２） 指定地域密着型特定施設 

（３） 指定地域密着型介護老人福祉施設 

（４） 指定介護療養型医療施設（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診

療所であるものに限る。） 

８ 指定複合型サービス事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び複合型サービス計画の作

成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定複合型サービス事業所の他の業務に従事し、又は

当該指定複合型サービス事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の業務に従事することがで

きる。 

９ 前項の介護支援専門員は、市長が定める研修を修了している者でなければならない。 

１０ 指定複合型サービス事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定複合型

サービスの事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

に、指定居宅サービス等基準条例第６６条第１項第１号アに規定する人員に関する基準を満た

すとき（同条第４項の規定により同条第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしてい

るものとみなされているとき並びに第６条第１２項の規定により同条第１項第４号アに規定す

る基準を満たしているものとみなされているときを除く。）は、当該指定複合型サービス事業者

は、第４項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１９２条 指定複合型サービス事業者は、指定複合型サービス事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定複合型サービス事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定複合型サービス事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等若しくは当該指定複合型サービス事業所に併設する前条第７項各号に掲げ

る施設等の業務に従事することができる。 

２ 前項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指

定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービ

ス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として３年以上認知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって、市長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でな

ければならない。 

（指定複合型サービス事業者の代表者） 

第１９３条 指定複合型サービス事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ

ンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活

介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介

護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わっ

た経験を有する者であって、市長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師

でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（登録定員及び利用定員） 

第１９４条 指定複合型サービス事業所の登録定員（登録者の数の上限をいう。以下この章にお

いて同じ。）は、２５人以下とする。 

２ 指定複合型サービス事業所の通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定複合型サ

ービス事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章にお

いて同じ。）は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める範囲内において
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定めるものとする。 

（１） 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人まで 

（２） 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人まで 

（設備及び備品等） 

第１９５条 指定複合型サービス事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他

の非常災害に対処するために必要な設備その他指定複合型サービスの提供に必要な設備及び備

品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 居間及び食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

（２） 宿泊室 次に定めるところによる。 

ア 一の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、

２人とすることができる。 

イ 一の宿泊室の床面積は、７.４３平方メートル以上としなければならない。ただし、指定

複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合であって定員が１人である宿泊室の床

面積については、６.４平方メートル以上とすることができる。 

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下この号において「個室」という。）以外の宿泊室を設ける

場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね７.４３平方メートルに宿泊

サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、

その構造は、利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。 

エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めること

ができる。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定複合型サービスの事業の用に供するものでなければな

らない。ただし、利用者に対する指定複合型サービスの提供に支障がない場合は、この限りで

ない。 

４ 指定複合型サービス事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図

る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保され

る地域に立地しなければならない。 

第４節 運営に関する基準 

（指定複合型サービスの基本取扱方針） 

第１９６条 指定複合型サービスは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は、自らその提供する指定複合型サービスの質の評価を行うとと

もに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らな

ければならない。 

（指定複合型サービスの具体的取扱方針） 

第１９７条 指定複合型サービスの具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 指定複合型サービスは、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよ

う、利用者の病状、心身の状況及び希望並びにその置かれている環境を踏まえて、通いサー

ビス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下

で妥当適切に行うものとする。 

（２） 指定複合型サービスは、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を

持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

（３） 指定複合型サービスの提供に当たっては、複合型サービス計画に基づき、漫然かつ画

一的にならないように、利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むことができるよう必
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要な援助を行うものとする。 

（４） 複合型サービス従業者は、指定複合型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容

等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。 

（５） 指定複合型サービス事業者は、指定複合型サービスの提供に当たっては、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束

等を行ってはならない。 

（６） 指定複合型サービス事業者は、前号の身体の拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（７） 指定複合型サービスは、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態

が続くものであってはならない。 

（８） 指定複合型サービス事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、

可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における

生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

（９） 看護サービス（指定複合型サービスのうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「看護師等」という。）が利用者に対して行

う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。）の提供

に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び第１９９条第１項に規定する複合型

サービス計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなけ

ればならない。 

（１０） 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、

サービスの提供を行わなければならない。 

（１１） 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

（主治の医師との関係） 

第１９８条 指定複合型サービス事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づ

き適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を

文書で受けなければならない。 

３ 指定複合型サービス事業者は、主治の医師に複合型サービス計画及び複合型サービス報告書

を提出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合にあっては、前２項の規定にか

かわらず、第２項の主治の医師の文書による指示及び前項の複合型サービス報告書の提出は、

診療記録への記載をもって代えることができる。 

（複合型サービス計画及び複合型サービス報告書の作成） 

第１９９条 指定複合型サービス事業所の管理者は、介護支援専門員に複合型サービス計画の作

成に関する業務を、看護師等（准看護師を除く。第９項において同じ。）に複合型サービス報

告書の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は、複合型サービス計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図り

つつ行わなければならない。 

３ 介護支援専門員は、複合型サービス計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の

機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなけ

ればならない。 

４ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況及び希望並びにその置かれている環境を踏まえて、

他の複合型サービス従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサー

ビスの内容等を記載した複合型サービス計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用
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者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービス

を組み合わせた看護及び介護を行わなければならない。 

５ 介護支援専門員は、複合型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

６ 介護支援専門員は、複合型サービス計画を作成した際には、当該複合型サービス計画を利用

者に交付しなければならない。 

７ 介護支援専門員は、複合型サービス計画の作成（この項の規定による複合型サービス計画の

変更を含む。）後においても、常に複合型サービス計画の実施状況及び利用者の様態の変化等

の把握を行い、必要に応じて複合型サービス計画の変更を行うものとする。 

８ 第２項から第６項までの規定は、前項に規定する複合型サービス計画の変更について準用す

る。 

９ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した複合型サービス報告書を作成しなけれ

ばならない。 

１０ 前条第４項の規定は、複合型サービス報告書の作成について準用する。 

（緊急時等の対応） 

第２００条 複合型サービス従業者は、現に指定複合型サービスの提供を行っているときに利用

者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治の医師への連絡を行う等の必要

な措置を講じなければならない。 

２ 前項の複合型サービス従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手

当を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第２０１条 指定複合型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は、利用者に対する指定複合型サービスの提供に関する次に掲げ

る記録を整備しておかなければならない。 

（１） 居宅サービス計画 

（２） 複合型サービス計画 

（３） 第１９７条第６号に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（４） 第１９８条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

（５） 第１９９条第９項に規定する複合型サービス報告書 

（６） 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等

の記録 

（７） 次条において準用する第２８条に規定する市への通知に係る記録 

（８） 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（９） 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った

処置についての記録 

（１０） 次条において準用する第１０５条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記

録 

３ 指定複合型サービス事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号に定

める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎となる記

録であって、市長が別に定めるもの 指定複合型サービスを提供した日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

（準用） 
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第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条

まで、第４０条、第４１条、第７２条、第７４条、第７７条、第８７条から第９０条まで、第

９３条から第９５条まで、第９７条、第９８条及び第１００条から第１０６条までの規定は、

指定複合型サービスの事業について準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条

に規定する運営規程」とあるのは「第２０２条において準用する第１００条に規定する重要事

項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「複合型サー

ビス従業者」と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり、第７４条

第３項中「認知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに第８９条及び第９７条中「小規模多

機能型居宅介護従業者」とあるのは「複合型サービス従業者」と、第１０６条中「第８２条第

６項各号」とあるのは「第１９１条第７項各号」と読み替えるものとする。 

第１０章 補則 

 （委任） 

第２０３条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （地域密着型サービスの記録に係る経過措置） 

第２条 第４２条第３項、第５８条第３項、第７９条第３項、第１０７条第３項、第１２７条第

３項、第１４８条第３項、第１７６条第３項、第２０１条第３項の規定は、この条例の施行の

日以後に提供される地域密着型サービスに係る記録について適用する。 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者に係る経過措置） 

第３条 介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）附則第１０条第２項の

規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活

介護の事業を行う事業所であって、平成１８年４月１日において２を超える共同生活住居を有

しているものは、当分の間、第１１３条第１項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有す

ることができる。 

（研修修了者に係る経過措置） 

第４条 この条例の施行の日において、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準第４３条第２項、第４７条第２項、第６３条第１１項、第６４条第３項、第６５条、

第９０条第６項、第９１条第２項、第９２条、第１７１条第９項、第１７２条第２項又は第１

７３条に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了している者は、それぞれ第６２条第２項、

第６６条第２項、第８２条第１１項、第８３条第３項、第８４条、第１１０条第６項、第１１

１条第２項、第１１２条、第１９１条第９項、第１９２条第２項又は第１９３条に規定する市

長が定める研修を修了している者とみなす。 

 

条例第条例第条例第条例第２８２８２８２８号号号号    

 大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 
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第２章 介護予防認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第４条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護（第５条―第７条） 

第２款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護（第８条―第１０条） 

第３節 運営に関する基準（第１１条―第４０条） 

第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４１条・第４２条） 

第３章 介護予防小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第４３条） 

第２節 人員に関する基準（第４４条―第４６条） 

第３節 設備に関する基準（第４７条・第４８条） 

第４節 運営に関する基準（第４９条―第６５条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第６６条―第６９条） 

第４章 介護予防認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針（第７０条） 

第２節 人員に関する基準（第７１条―第７３条） 

第３節 設備に関する基準（第７４条） 

第４節 運営に関する基準（第７５条―第８６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第８７条―第９０条） 

第５章 補則（第９１条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の１４

第１項及び第２項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 利用料 法第５４条の２第１項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の対象と

なる費用に係る対価をいう。 

（２） 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第５４条の２第２項第１号又は第２号に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型介護

予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要

した費用の額とする。）をいう。 

（３） 法定代理受領サービス 法第５４条の２第６項の規定により地域密着型介護予防サービス

費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密

着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。 

（４） 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者
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の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営する

に当たっては、地域との結び付きを重視し、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防

サービス事業者（介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）その他の保健医療サービス及

び福祉サービスを提供する者並びに市との連携に努めなければならない。 

第２章 介護予防認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護（以下「指定介

護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業は、認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。

以下同じ。）である利用者（認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が、

可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援

及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の

維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護 

（従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以下

同じ。）、同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福

祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。）に併設されていない事業所において行われ

る指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症

対応型通所介護をいう。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の職種は、次の各号に掲げるものとし、その職種ご

との員数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をい

う。以下同じ。）を提供する日ごとに、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を

提供している時間帯に生活相談員（専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必

要と認められる数 

（２） 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職員 単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が１以上及び当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも

専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務し

ている時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している

時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

（３） 機能訓練指導員 １以上 

２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の単位ごとに、前項第２号の看護職員又は介護職員を、常時１人以上当該単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければならない。 



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 83

３ 第１項第２号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない

場合は、他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員と

して従事することができるものとする。 

４ 前３項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に１又は複数の利用者（当該単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者（大和

高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年条例

第２７号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第６１条第１項に規定する単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（同

項第１号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下こ

の条において同じ。）に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員（当該単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第７条第２項第１号アにおいて同

じ。）を１２人以下とする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練

を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の

業務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第１号の生活相談員、同項第２号の看護職員又は同号の介護職員のうち１人以上は、常勤

でなければならない。 

７ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事

業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第６１条第１項から第６項までに規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

（管理者） 

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地

内にある他の事業所、施設等の業務に従事することができる。 

２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、市長

が定める研修を修了しているものでなければならない。 

（設備及び備品等） 

第７条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、

相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に対処するために必要な設備並びに単

独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えな

ければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

（１） 食堂及び機能訓練室 次に定めるところによる。 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、３平
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方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを

確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあって

は、同一の場所とすることができる。 

（２） 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用

に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事

業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第６３条第１項から第３項までに規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

第２款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１１０条第１項

に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所（第７１条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所をいう。次条において同じ。）の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設（指定地域密着

型サービス基準条例第１２９条第１項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び第４４

条第６項第２号において同じ。）若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービ

ス基準条例第１５０条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び第４４

条第６項第３号において同じ。）の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設の利

用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護（以下「共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護」という。）の事業を行う者（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所」という。）に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当

該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第６４条

第１項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、

かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護（同項

に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。）の数を合計した数につ

いて、第７１条又は指定地域密着型サービス基準条例第１１０条、第１３０条若しくは第１５１条

の規定を満たすために必要な数以上とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応

型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密

着型サービス基準条例第６４条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受ける
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ことができる利用者の数の上限をいう。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に規

定する指定居宅サービスをいう。）、指定地域密着型サービス（法第４２条の２第１項に規定する指

定地域密着型サービスをいう。）、指定居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支

援をいう。）、指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう。

第１６条において同じ。）、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援（法第５８

条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。第１６条において同じ。）の事業又は介護保険施設（法

第８条第２４項に規定する介護保険施設をいう。）若しくは指定介護療養型医療施設（健康保険法等

の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設をいう。第４４条第６項第４号において同じ。）の運営（同条第７項にお

いて「指定居宅サービス事業等」という。）について３年以上の経験を有する者でなければならない。 

（管理者） 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の業

務に従事することができる。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第６条第２項に規定す

る市長が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）は、指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

第２７条に規定する運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者（第５条第１項又は第

８条第１項の従業者をいう。以下同じ。）の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者

の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合

には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家

族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に

供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要
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事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場

合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

（２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したも

のを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を

作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に

係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を

提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

（１） 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用するも

の 

（２） ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該利用申込者又は

その家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合

は、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によって

してはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、

この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第１２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サー

ビスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防

支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要

な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を求められた場合は、当該提供を求めた者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援

認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の被保険者証に、法第１１５条の１３第２項

の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護

予防認知症対応型通所介護を提供するように努めなければならない。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われ

ているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やか

に当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 
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２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）

が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請

が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の３０日前にはなされる

よう、必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（保健師その他の

指定介護予防支援に関する知識を有する職員が介護予防サービス計画の作成のために介護予防サー

ビス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下こ

の章において同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第１７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供

するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了

に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防

支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

（地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第１８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

の開始に際し、利用申込者が地域密着型介護予防サービス費の支給の要件に該当しない場合として

規則で定める場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予

防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、地域密着型介護予防サービス費の

支給を受けることができる旨の説明、介護予防支援事業者に関する情報の提供その他の地域密着型

介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計画（規則で定める計画

を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介

護を提供しなければならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第２０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希

望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければ

ならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供

した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日及びその内容、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護について法第５４条の２第６項の規定により利用者に代わって支払を受け

る地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載

した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を利用者に提

供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、当該利用者からの申出が

あった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該申出のあった利用者に対し

て提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 
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第２２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護

予防認知症対応型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護

予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支

払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防

認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認

知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じ

ないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用

の額の支払を利用者から受けることができる。 

（１） 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎

に要する費用 

（２） 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型

通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常

の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費

用 

（３） 食事の提供に要する費用 

（４） おむつ代 

（５） 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担

させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、市長が定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介

護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防認知症対

応型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用

者に対して交付しなければならない。 

（利用者に関する市への通知） 

第２４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護を受け

ている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知

しなければならない。 

（１） 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないこと

により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められる

とき。 

（２） 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第２５条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、現に指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治の医師への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第２６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者（第６条又は第１０条の管理者をいう。
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以下この条及び第４２条において同じ。）は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の

管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第２７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」

という。）を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員（第５条第４項又は第９条第１項の利用定

員をいう。第２９条において同じ。） 

（５） 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６） 通常の事業の実施地域 

（７） サービス利用に当たっての留意事項 

（８） 緊急時等における対応方法 

（９） 非常災害対策 

（１０） その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに、

当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定介護予防認知症対応型通所介

護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第２９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

（非常災害対策） 

第３０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非

常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するととも

に、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第３１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備

又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に

おいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（掲示） 
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第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の

従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情

報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第３４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、

利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。 

（苦情解決） 

第３６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介

護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関

し、法第２３条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員か

らの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、

市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけれ

ばならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係

る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１７６条第

１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた

場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合

には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第３７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講ずるとともに、当該事故について、

市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録しなければならない。 
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３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第１項の事故による損害のうち、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業者が賠償すべきものについては、速やかに賠償しなければならない。 

（会計の区分） 

第３８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の会計とその他の事業

の会計を区分しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又

はその自発的な活動等と連携し、又は協力することその他の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護

予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を

行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第４０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 介護予防認知症対応型通所介護計画 

（２） 第２１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３） 第２４条に規定する市への通知に係る記録 

（４） 第３６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５） 第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を

当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費（法第５４条の３

第１項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下同じ。）の額の算定の基礎とな

る記録であって、市長が別に定めるもの 指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日から

５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第４１条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定

し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型通所

介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当た

り、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することが

できるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不

適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当た

り、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的

に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 
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第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針は、第４条に規定する基本方針及び

前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの

情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置か

れている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

（２） 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び

希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画

を作成するものとする。 

（３） 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合

は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

（４） 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計

画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

（５） 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症対応型通所介護計

画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならな

い。 

（６） 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生

活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心

身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

（７） 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、

利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

（８） 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型通所介護

計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

（９） 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うも

のとする。 

（１０） 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（１１） 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づく

サービスの提供の開始時から当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供

を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実

施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 

（１２） 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、

当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者

に報告しなければならない。 

（１３） 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、

必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。 

（１４） 第１号から第１２号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画

の変更について準用する。 

第３章 介護予防小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針 

第４３条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護（以下「指

定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は、当該事業の利用者が可能な限りその居宅

において、又はその利用者をサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させる場合は当該拠点
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において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心

身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第４４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以

下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者については、常勤換算方法で、通いサービス（登録者（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を

利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章

において同じ。）を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機

能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者をその利用者（当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス

基準条例第８２条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章におい

て同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８１条に規定する指定小規模多機能型居宅介

護をいう。以下この章において同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型

居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上

及び訪問サービス（介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅に

おいて行う介護予防小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体事業所である指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居

宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び

当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章

において同じ。）の提供に当たる者を１以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び

深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項において同

じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、当該年度の前年度の平均値とする。ただし、新規に指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。 

４ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、看護師又は准看護師でな

ければならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護

予防小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録

者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下

この章において同じ。）の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対
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して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第１項の規定にかかわ

らず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

６ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかの施設等が併設されている場

合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を

置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の業務に従事することができ

る。 

（１） 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

（２） 指定地域密着型特定施設 

（３） 指定地域密着型介護老人福祉施設 

（４） 指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床を有する診療所であるものに限る。） 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項に規定する指定複

合型サービス事業者をいう。）により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以

外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所（同項に規定する

指定複合型サービス事業所をいう。）であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対

して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事業所」とい

う。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に

当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められると

きは、１人以上とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所について

は、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者又は複合型サービス従業者（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項に規

定する複合型サービス従業者をいう。）により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿

直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

９ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所について

は、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、

看護師又は准看護師を置かないことができる。 

１０ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防サービス等（法第

８条の２第１８項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。）の利用に係る計画及び介

護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならな

い。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の他の業務に従事し、又は当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する第６項各号に掲げる施設等の業務に従事することができる。 

１１ 前項の介護支援専門員は、市長が定める研修を修了している者でなければならない。 

１２ 第１０項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所につ

いては、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われている

ときは、介護支援専門員に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前
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項の市長が定める研修を修了している者（第６７条第３号において「研修修了者」という。）を置く

ことができる。 

１３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基

準条例第８２条第１項から第１２項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各

項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の他の業務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する

前条第６項各号に掲げる施設等の業務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所をいう。以下同じ。）の業務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第６条第

１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。）が、指定夜間対

応型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第４７条第１項に規定する指定夜間対応型

訪問介護事業者をいう。以下同じ。）、指定訪問介護事業者（奈良県指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２４年奈良県条例第１７号。以下「指定居宅サービ

ス等基準条例」という。）第６条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又は指

定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準条例第６６条第１項に規定する指定訪問看護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る

業務を含む。）に従事することができる。 

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第１９２条第１項の規定にかかわらず、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介護老人保健施設、指定認知症対

応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。

次条、第７２条第２項及び第７３条において同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事し

た経験を有する者であって、市長が定める研修を修了しているものでなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイ

サービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービ

ス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認

知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営

に携わった経験を有する者であって、市長が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（登録定員及び利用定員） 

第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（登録者の数（当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型サービス基準
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条例第８２条第１項に規定する登録者の数の合計数）の上限をいう。以下この章において同じ。）は、

２５人（サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１８人）以下とす

る。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上

限をいう。以下この章において同じ。）は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定

める範囲内において定めるものとする。 

（１） 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、１２人）まで 

（２） 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）まで 

（設備及び備品等） 

第４８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火

設備その他の非常災害に対処するために必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

（１） 居間及び食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

（２） 宿泊室 次に定めるところによる。 

ア 一の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人

とすることができる。 

イ 一の宿泊室の床面積は、７.４３平方メートル以上としなければならない。 

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の

宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね７.４３平方メートルに宿泊サービスの利用定員から

個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバ

シーが確保されたものでなければならない。 

エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることがで

きる。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するもの

でなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障

がない場合は、この限りでない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民

との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が

確保される地域に立地しなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準

条例第８６条第１項から第４項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第４９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、介護支援専門員（第４４条第１２項の規定により、介護支援専門員を配置して

いないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支

援専門員。以下この条及び第６７条において同じ。）が開催するサービス担当者会議（介護支援専門

員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係
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る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければならない。 

（介護予防サービス事業者等との連携） 

第５０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を

提供するに当たっては、介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供す

るに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければ

ならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の

終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護

予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第５１条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又

はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第５２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介

護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額

が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

（１） 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎

に要する費用 

（２） 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供

する場合は、それに要した交通費の額 

（３） 食事の提供に要する費用 

（４） 宿泊に要する費用 

（５） おむつ代 

（６） 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負

担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第３号及び第４号に掲げる費用については、市長が定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、第３項各号の費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明

を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（身体の拘束等の禁止） 
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第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体の拘束等」という。）を行

ってはならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体の拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第５４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市（法第５４条の２第９項におい

て準用する法第４１条第１０項の規定により法第５４条の２第８項の規定による審査及び支払に関

する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）

に対し、指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サー

ビス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しな

ければならない。 

（利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付） 

第５５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に

対し、直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しな

ければならない。 

（緊急時等の対応） 

第５６条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに主治の医師

又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関（当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業者との間で、利用者が医療を必要とした際の連携及び協力が

合意されている医療機関をいう。第６０条第１項において同じ。）への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

（運営規程） 

第５７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３） 営業日及び営業時間 

（４） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの

利用定員 

（５） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（６） 通常の事業の実施地域 

（７） サービス利用に当たっての留意事項 

（８） 緊急時等における対応方法 

（９） 非常災害対策 

（１０） その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第５８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サ

ービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただ

し、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、通いサービス及び宿泊サービスの利用については、利用者の様態
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や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ない

ものとする。 

（非常災害対策） 

第５９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、

非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとと

もに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住

民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第６０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利

用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携及び協力が

合意されている歯科医療機関をいう。）を定めておくよう努めなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急

時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間で連携及び支援の体制を

整えなければならない。 

（調査への協力等） 

第６１条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定介護予防小規模多機能型居

宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護が

行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を

受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

（地域との連携等） 

第６２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員（市の区域内に指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所が所在する場合に限る。）又は当該指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン

ターの職員、介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会

（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会

議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議による評

価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記

録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等と連携し、又は協力することその他の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介

護予防小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供

する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の提供を行うよう努めなければならない。 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第６３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において

生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第４４条第６項各号に掲げる施設等
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その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（記録の整備） 

第６４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 

（２） 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 

（３） 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 

（４） 第５３条第２項に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

（５） 次条において準用する第２４条に規定する市への通知に係る記録 

（６） 次条において準用する第３６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（７） 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（８） 第６２条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録

を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の額の算定の基礎

となる記録であって、市長が別に定めるもの 指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した

日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

（準用） 

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１条、第２３条、第２４条、第２６条、第２８条及び第

３１条から第３８条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

この場合において、第１１条第１項中「第２７条に規定する運営規程」とあるのは「第５７条に規

定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者」と、第２６条第２項中「この節」とあるのは「第３章第４節」と、

第２８条第３項及び第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） 

第６６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表

し、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に

当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支

援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の
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不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に

当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主

体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第６７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針は、第４３条に規定する基本方針

及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師から

の情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

（２） 介護支援専門員は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、規則で定める指定

介護予防支援の具体的取扱方針及び介護予防支援の提供に当たっての留意点に沿って、指定介護

予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。 

（３） 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了

者（以下この条において「介護支援専門員等」という。）は、利用者の日常生活全般の状況及び希

望を踏まえて、他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本と

しつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿

泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。 

（４） 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域に

おける活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 

（５） 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

（６） 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該介護

予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 

（７） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での

生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の

心身の状況及び希望並びにその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び

宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。 

（８） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重

し、利用者が家庭的な環境の下でそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮

して行うものとする。 

（９） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小規模多機能型居宅

介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 

（１０） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

うものとする。 

（１１） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登

録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。 

（１２） 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していな

い日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の

居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。 

（１３） 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の

開始時から当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終
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了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握

を行うものとする。 

（１４） 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防小規模多機

能型居宅介護計画の変更を行うものとする。 

（１５） 第１号から第１３号までの規定は、前号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計

画の変更について準用する。 

（介護等） 

第６８条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利

用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護予防小規模多機能型居宅介護従業者以外の者によ

る介護を受けさせてはならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限

り利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第６９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用

者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に

対する手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、利用者の同意を得て、

これらの者に代わって当該手続等を行わなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利

用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

第４章 介護予防認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針 

第７０条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護（以下「指

定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。）の事業は、その認知症である利用者が可能な限り

共同生活住居（法第８条の２第１７項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。）にお

いて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上

の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第７１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる

従業者（以下「介護従業者」という。）の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間

及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業

者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者（当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１１０条第１

項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型

サービス基準条例第１０９条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護

予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第７
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４条において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯

を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直

勤務を除く。）をいう。）を行わせるために必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所の指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第１項の介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設さ

れている場合において、前３項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、指定地域密着型サー

ビス基準条例第８２条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小

規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該小規模多機能型居宅介

護事業所の業務に従事することができる。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は

福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応

型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画

作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居

における他の業務に従事することができる。 

６ 前項の計画作成担当者は、市長が定める研修を修了している者でなければならない。 

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。

ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより

当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合で

あって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができる。 

８ 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとす

る。 

９ 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設

の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると

認められる者をもって充てることができるものとする。 

１０ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活

介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サ

ービス基準条例第１１０条第１項から第９項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、

当該共同生活住居の他の業務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所の業務に従事することができる。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指

定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である者

の介護に従事した経験を有する者であって、市長が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しく

は訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若
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しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、市長が定める研

修を修了しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その

数は１又は２とする。 

２ 共同生活住居は、その入居定員（当該共同生活住居において同時に指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第８２条において同じ。）を５人

以上９人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に対処するために

必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 

３ 一の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人とする

ことができる。 

４ 一の居室の床面積は、７.４３平方メートル以上としなければならない。 

５ 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住

民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会

が確保される地域に立地しなければならない。 

７ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介

護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サー

ビス基準条例第１１３条第１項から第６項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（入退居） 

第７５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、要支援者であって認知症であるものの

うち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護を提供するものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の

診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること

等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速や

かに講じなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、当該入居申込

者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族

の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなけ

ればならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家

族に対し、適切な指導を行うとともに、介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第７６条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居

している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しな

ければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提
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供した際には、提供した具体的なサービスの内容、当該サービスの提供を受けた利用者、提供した

日その他必要な事項を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第７７条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該

指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控

除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介

護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

（１） 食材料費 

（２） 理美容代 

（３） おむつ代 

（４） 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される

便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

（身体の拘束等の禁止） 

第７８条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体の拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体の拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（管理者による管理） 

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サー

ビス、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、

診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同

一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 

（運営規程） 

第８０条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１） 事業の目的及び運営の方針 

（２） 従業者の職種、員数及び職務内容 

（３） 利用定員 

（４） 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

（５） 入居に当たっての留意事項 

（６） 非常災害対策 

（７） その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 106

第８１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防認

知症対応型共同生活介護を提供できるよう、介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

２ 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることが

できるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第８２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居

させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（協力医療機関等） 

第８３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、

あらかじめ、協力医療機関（当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者との間で、利用者

が医療を必要とした際の連携及び協力が合意されている医療機関をいう。）を定めておかなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関（当該指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携及び協

力が合意されている歯科医療機関をいう。）を定めておくよう努めなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊

急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間で連携及び支援の体制

を整えなければならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第８４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に

対し、要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産

上の利益を供与してはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者から、当

該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受して

はならない。 

（記録の整備） 

第８５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。 

（１） 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 

（２） 第７６条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３） 第７８条第２項に規定する身体の拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由の記録 

（４） 次条において準用する第２４条に規定する市への通知に係る記録 

（５） 次条において準用する第３６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（６） 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

（７） 次条において準用する第６２条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記

録を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 （１） 地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費の額の算定の基礎
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となる記録であって、市長が別に定めるもの 指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供し

た日から５年間 

 （２） 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から２年間 

（準用） 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第３１条か

ら第３４条まで、第３６条から第３８条まで、第５６条、第５９条、第６１条及び第６２条の規定

は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第１１

条第１項中「第２７条に規定する運営規程」とあるのは「第８０条に規定する重要事項に関する規

程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第２６条第２項中

「この節」とあるのは「第４章第４節」と、第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第５６条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第５９条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と、第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有

する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と

読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針） 

第８７条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を

公表し、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよ

う支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなら

ない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用するこ

とができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等

の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者

が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針） 

第８８条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針は、第７０条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師か

らの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利

用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

（２） 計画作成担当者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他の介護従業者と

協議の上、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計

画を作成するものとする。 

（３） 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介

護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努
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めなければならない。 

（４） 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

（５） 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該介護

予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

（６） 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊

重し、利用者が家庭的な環境の下でそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配

慮して行わなければならない。 

（７） 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防認知症対応型共同

生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければならない。 

（８） 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

わなければならない。 

（９） 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画

に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介

護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知

症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも

１回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モ

ニタリング」という。）を行うとともに、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。 

（１０） 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の変更を行うものとする。 

（１１） 第１号から第９号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計

画の変更について準用する。 

（介護等） 

第８９条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、

当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものと

する。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第９０条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜
し

好に応じた活動の

支援に努めなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関

に対する手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、利用者の同意を得

て、これらの者に代わって当該手続等を行わなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、

利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

第５章 補則 

 （委任） 

第９１条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準は、規則で定める。 

附 則 
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（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 第４０条第３項、第６４条第３項、第８５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後

に提供される地域密着型介護予防サービスに係る記録について適用する。 

第３条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第１５４号）附則第５条の規定

により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成１８年４月１日において２を超える共同生活住居

を有しているものは、当分の間、第７４条第１項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有する

ことができる。 

第４条 この条例の施行の日において、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第３６号）第６条第２項、第４４条第１１項、第４５条第３項、第４

６条、第７０条第６項、第７１条第２項又は第７２条に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了

している者は、それぞれ第６条第２項、第４４条第１１項、第４５条第３項、第４６条、第７１条

第６項、第７２条第２項又は第７３条に規定する市長が定める研修を修了している者とみなす。 

 

条例第条例第条例第条例第２９２９２９２９号号号号    

 大和高田市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例をここに公布す

る。 

 平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７８条の２第１

項及び第４項第１号並びに第１１５条の１２第２項第１号の規定に基づき、指定地域密着型介護老

人福祉施設の指定に関する入所定員及び指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者並び

に指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者を定めるものとする。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員） 

第２条 法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とする。 

（指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者） 

第３条 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する申請者） 

第４条 法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第３０３０３０３０号号号号    

  大和高田市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例をここに公布する。 

 平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」

という。）第２１条第３項の規定に基づき、市が法第６条の２第１項の規定により一般廃棄物を処
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分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（技術管理者の資格） 

第２条 法第２１条第３項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。 

（１） 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、上下水

道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。） 

（２） 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年以

上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

（３） ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

（４） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。次号において同

じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課

程において衛生工学（旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。）又は

化学工学に関する科目を修めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

（５） 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれら

に相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、３

年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（６） 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第

６１号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工

学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。）又は化学工学

に関する科目を修めて卒業した後、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者 

（７） 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目

以外の科目を修めて卒業した後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

（８） 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年勅令第

３６号）に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した

後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（９） 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校に

おいて理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上

廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（１０） １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（１１） 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第３１３１３１３１号号号号    

 大和高田市道の構造の技術的基準に関する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市道の構造の技術的基準に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３０条第３項の規定に基づき、市道の

構造の技術的基準を定めるものとする。 
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 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、道路法及び道路構造令（昭和４５年政令第３２０号。以下

「令」という。）に定めるところによる。 

 （道路の区分） 

第３条 この条例における道路の区分は、令第３条に定めるところによる。 

 （市道の構造の一般的技術的基準） 

第４条 市道を新設し、又は改築する場合におけるその道路の構造の一般的技術的基準は、次条から

第４１条までに定めるところによる。 

 （車線等） 

第５条 車道（副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。）は、車線により構成されるものとする。

ただし、第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては、この限りでない。 

２ 道路の区分に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量（自動車の最大許容交通量をいう。以

下同じ。）の欄に掲げる値以下である道路の車線（屈折車線及び変速車線を除く。次項において同

じ。）の数は、２とする。 

区分 設計基準交通量（単位 １日につき台） 

第３種 

第２級 ９，０００ 

第３級 
８，０００ 

第４級 

第４種 

第１級 １２，０００ 

第２級 １０，０００ 

第３級 ９，０００ 

 交差点の多い第４種の道路については、この表の設計基準交通量に０．

８を乗じた値を設計基準交通量とする。 

３ 前項に規定する道路以外の道路（第３種第５級及び第４種第４級の道路を除く。）の車線の数は４

以上（交通の状況により必要がある場合を除き、２の倍数）とし、当該道路の区分に応じ、次の表

に掲げる１車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるも

のとする。 

区分 
１車線当たりの設計基準交通量（単位 １日

につき台） 

第３種 
第２級 ９，０００ 

第３級 ８，０００ 

第４種 

第１級 １２，０００ 

第２級 
１０，０００ 

第３級 

 交差点の多い第４種の道路については、この表の１車線当たりの設計

基準交通量に０．６を乗じた値を１車線当たりの設計基準交通量とする。 

４ 車線（屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。）の幅員は、道路の区分に応じ、

次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第３種第２級又は第４種第１級の

普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に０．２５メ

ートルを加えた値とすることができる。 

区分 車線の幅員（単位 メートル） 

第３種 

第２級 
普通道路 ３．２５ 

小型道路 ２．７５ 

第３級 
普通道路 ３ 

小型道路 ２．７５ 

第４級 ２．７５ 

第４種 第１級 
普通道路 ３．２５ 

小型道路 ２．７５ 
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第２級及び第

３級 

普通道路 ３ 

小型道路 ２．７５ 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道の幅員は、４メートルとするものとする。ただ

し、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合又は第３３条の規定により車道に狭窄
さく

部を設ける場合においては、３メートルとする

ことができる。 

 （車線の分離等） 

第６条 車線の数が４以上である道路（対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。）

の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要があるときは、往復の方向別に分離するものと

する。 

２ 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。 

３ 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とす

るものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表

の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

区分 中央帯の幅員（単位 メートル） 

第３種 

第２級 

１．７５ １ 第３級 

第４級 

第４種 

第１級 

１  第２級 

第３級 

４ 中央帯には、側帯を設けるものとする。 

５ 前項の側帯の幅員は、０．２５メートルとするものとする。 

６ 中央帯のうち側帯以外の部分（以下「分離帯」という。）には、柵その他これに類する工作物を設

け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。 

７ 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第４１条第１項において準

用する令第１２条の建築限界を勘案して定めるものとする。 

（副道） 

第７条 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である第３種又は第４種の道路には、必

要に応じ、副道を設けるものとする。 

２ 副道の幅員は、４メートルを標準とするものとする。 

（路肩） 

第８条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける

場合においては、この限りでない。 

２ 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員

の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、変速車線を設ける箇所又は地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の

右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

区分 
車道の左側に設ける路肩の幅員（単位 メー

トル） 

第３種 

第２級から第

４級まで 

普通道路 ０．７５ ０．５ 

小型道路 ０．５  

第５級 ０．５  

第４種 ０．５  

３ 車道の右側に設ける路肩の幅員は、０．５メートル以上とするものとする。 



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 113

４ 副道に接続する路肩については、第２項の表第３種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左

欄中「０．７５」とあるのは、「０．５」とし、第２項ただし書の規定は適用しない。 

５ 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は

車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員

を縮小することができる。 

６ 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者

道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。 

７ 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第２項の

表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第３項に規定する値に当該路上施設を設け

るのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。 

（停車帯） 

第９条 第４種（第４級を除く。）の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げ

られないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 

２ 停車帯の幅員は、２．５メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動

車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、１．５メートルまで縮小することが

できる。 

（自転車道） 

第１０条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路には、自転車道を道路の各側に

設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第３種

若しくは第４種の道路（前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため自

転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車道の幅員は、２メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、１．５メートルまで縮小することができる。 

４ 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第４１条第１項におい

て準用する令第１２条の建築限界を勘案して定めるものとする。 

５ 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（自転車歩行者道） 

第１１条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道路を除く。）には、自

転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては４メートル以上、その他の道路

にあっては３メートル以上とするものとする。 

３ 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」という。）又は路上施設を設ける自転車

歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メ

ートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メ

ートル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．５メートルを加

えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

４ 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとす

る。 

（歩道） 

第１２条 第４種（第４級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の交通量
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が多い第３種（第５級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は自転車道を設

ける第３種若しくは第４種第４級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 第３種又は第４種第４級の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）

には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては３．５メートル以上、その他の道路にあっ

ては２メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。 

４ 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道

橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては２メートル、並木

を設ける場合にあっては１．５メートル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場

合にあっては０．５メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又

は第４種第４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

５ 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（歩行者の滞留の用に供する部分） 

第１３条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合

自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられない

ようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるもの

とする。 

（植樹帯） 

第１４条 第４種第１級及び第２級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要

に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合においては、この限りでない。 

２ 植樹帯の幅員は、１．５メートルを標準とするものとする。 

３ 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利

用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられ

る他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、

その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。 

 （１） 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間 

 （２） 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の

区間 

４ 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行う

ものとする。 

（設計速度） 

第１５条 道路（副道を除く。）の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲

げる値とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。 

区分 設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 

第３種 

第２級 ６０ ５０又は４０ 

第３級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第４級 ５０、４０又は３０ ２０ 

第５級 ４０、３０又は２０  

第４種 第１級 ６０ ５０又は４０ 



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 115

第２級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第３級 ５０、４０又は３０ ２０ 

第４級 ４０、３０又は２０  

２ 副道の設計速度は、１時間につき、４０キロメートル、３０キロメートル又は２０キロメートル

とする。 

（車道の屈曲部） 

第１６条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間（車両の走行を円滑にする

ために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。）又は第３３条の規定により設けら

れる屈曲部については、この限りでない。 

（曲線半径） 

第１７条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分（以下「車道の曲線部」という。）の中心線の曲

線半径（以下「曲線半径」という。）は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄

に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇

所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

設計速度（単位 １時間につ

きキロメートル） 
曲線半径（単位 メートル） 

６０ １５０ １２０ 

５０ １００ ８０ 

４０ ６０ ５０ 

３０ ３０  

２０ １５  

（曲線部の片勾配） 

第１８条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて

大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等

を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値（第３種の道路で自転車道又は自転車歩行者道（以

下「自転車道等」という。）を設けないものにあっては、６パーセント）以下で適切な値の片勾配を

付するものとする。ただし、第４種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。 

区 分 最大片勾配（単位 パーセント） 

第３種 １０ 

第４種 ６ 

（曲線部の車線等の拡幅） 

第１９条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線（車線を有し

ない道路にあっては、車道）を適切に拡幅するものとする。ただし、第４種の道路にあっては、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（緩和区間） 

第２０条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第４種の道路の車道の屈曲部

にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつ

けをするものとする。 

３ 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値（前項の規定によるす

りつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ）以上

とするものとする。 

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 緩和区間の長さ（単位 メートル） 

６０ ５０ 

５０ ４０ 
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４０ ３５ 

３０ ２５ 

２０ ２０ 

（視距等） 

第２１条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。 

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 視距（単位 メートル） 

６０ ７５ 

５０ ５５ 

４０ ４０ 

３０ ３０ 

２０ ２０ 

２ 車線の数が２である道路（対向車線を設けない道路を除く。）においては、必要に応じ、自動車が

追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。 

（縦断勾配） 

第２２条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄

に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。 

区分 
設計速度（単位 １時間につきキロ

メートル） 
縦断勾配（単位 パーセント） 

第３種 

普通道路 

６０ ５ ８ 

５０ ６ ９ 

４０ ７ １０ 

３０ ８ １１ 

２０ ９ １２ 

小型道路 

６０ ８  

５０ ９  

４０ １０  

３０ １１  

２０ １２  

第４種 

普通道路 

６０ ５ ７ 

５０ ６ ８ 

４０ ７ ９ 

３０ ８ １０ 

２０ ９ １１ 

小型道路 

６０ ８  

５０ ９  

４０ １０  

３０ １１  

２０ １２  

（縦断曲線） 

第２３条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。 

２ 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の

半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が１時間につき６０キロメートルで

ある第４種第１級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、凸形縦断曲線の半径を１，０００メートルまで縮小することができる。 

設計速度（単位 １時間につ

きキロメートル） 
縦断曲線の曲線形 

縦断曲線の半径（単位 メー

トル） 

６０ 
凸形曲線 １，４００ 

凹形曲線 １，０００ 
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５０ 
凸形曲線 ８００ 

凹形曲線 ７００ 

４０ 
凸形曲線 ４５０ 

凹形曲線 ４５０ 

３０ 
凸形曲線 ２５０ 

凹形曲線 ２５０ 

２０ 
凸形曲線 １００ 

凹形曲線 １００ 

３ 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。 

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 縦断曲線の長さ（単位 メートル） 

６０ ５０ 

５０ ４０ 

４０ ３５ 

３０ ２５ 

２０ ２０ 

（舗装） 

第２４条 車道、中央帯（分離帯を除く。）、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装する

ものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

２ 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を４９キロニュートンとし、計

画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確

保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動

車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

３ 第４種の道路の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案

して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発

生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（横断勾配） 

第２５条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、

路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。 

路面の種類 横断勾配（単位 パーセント） 

前条第２項に規定する基準に適合する舗装道 １．５以上２以下 

その他 ３以上５以下 

２ 歩道又は自転車道等には、２パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。 

３ 前条第３項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障が

ない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。 

（合成勾配） 

第２６条 合成勾配（縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。）は、当該

道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が１時

間につき３０キロメートル又は２０キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、１２．５パーセント以下とすることができる。 

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 合成勾配（単位 パーセント） 

６０ １０．５ 

５０ 

１１．５ 
４０ 

３０ 

２０ 

（排水施設） 
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第２７条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠
きよ

、集水ますその他の適当な

排水施設を設けるものとする。 

（平面交差又は接続） 

第２８条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で５以上交会させては

ならない。 

２ 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若し

くは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。 

３ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線（屈折車線及び変速車線を除く。）

の幅員は、第４種第１級の普通道路にあっては３メートルまで、第４種第２級又は第３級の普通道

路にあっては２.７５メートルまで、第４種の小型道路にあっては２．５メートルまで縮小すること

ができる。 

４ 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては３メートル、小型道路にあっては２．５メ

ートルを標準とするものとする。 

５ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけを

するものとする。 

（立体交差） 

第２９条 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である普通道路が相互に交差する場合

においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当な

とき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。 

２ 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である小型道路が相互に交差する場合及び普

通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。 

３ 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路（以下

「連結路」という。）を設けるものとする。 

４ 連結路については、第５条から第８条まで、第１５条、第１７条、第１８条、第２０条から第２

３条まで、及び第２６条の規定は、適用しない。 

（鉄道との平面交差） 

第３０条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定める構造

とするものとする。 

 （１） 交差角は、４５度以上とすること。 

 （２） 踏切道の両側からそれぞれ３０メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区

間の車道の縦断勾配は、２．５パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少

ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでな

い。 

 （３） 見通し区間の長さ（線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方

車道の中心線上５メートルの地点における１．２メートルの高さにおいて見通すことができる軌

道の中心線上当該交点からの長さをいう。）は、踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、次

の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所

又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。 

踏切道における鉄道の車両の最高速度（単位 

１時間につきキロメートル） 
見通し区間の長さ（単位 メートル） 

５０未満 １１０ 

５０以上７０未満 １６０ 

７０以上８０未満 ２００ 

８０以上９０未満 ２３０ 
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９０以上１００未満 ２６０ 

１００以上１１０未満 ３００ 

１１０以上 ３５０ 

（待避所） 

第３１条 第３種第５級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、

交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。 

 （１） 待避所相互間の距離は、３００メートル以内とすること。 

 （２） 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。 

 （３） 待避所の長さは、２０メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、５メートル以上とす

ること。 

（交通安全施設） 

第３２条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視

線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。 

（凸部、狭窄
さく

部等） 

第３３条 第４種第４級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第３種第５級の道路に

は、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車

道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄
さく

部若しくは屈曲部を設けるもの

とする。 

（乗合自動車の停留所に設ける交通島） 

第３４条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、

交通島を設けるものとする。 

（自動車駐車場等） 

第３５条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、

自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所その他これらに類する施設を設けるものとする。 

（防護施設） 

第３６条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇

所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。 

（橋、高架の道路等） 

第３７条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれ

らに準ずる構造とするものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関

し必要な事項は、規則で定める。 

（附帯工事等の特例） 

第３８条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する

工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第５条から前条ま

での規定（第８条、第１５条、第１６条、第２５条、第２７条、第３２条及び第３６条を除く。）に

よる基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によ

らないことができる。 

（小区間改築の場合の特例） 

第３９条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合（次項に規

定する改築を行う場合を除く。）において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第５条、第６

条第３項から第５項まで、第７条、第９条、第１０条第３項、第１１条第２項及び第３項、第１２

条第３項及び第４項、第１４条第２項及び第３項、第１７条から第２３条まで、第２４条第３項並
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びに第２６条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用する

ことが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合にお

いて、当該道路の状況等からみて第５条、第６条第３項から第５項まで、第７条、第８条第２項、

第９条、第１０条第３項、第１１条第２項及び第３項、第１２条第３項及び第４項、第１４条第２

項及び第３項、第２１条第１項、第２４条第３項、次条第１項及び第２項並びに第４１条第１項の

規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基

準によらないことができる。 

（自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路） 

第４０条 自転車専用道路の幅員は３メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は４メートル

以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、２．５メートルまで縮小することができる。 

２ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員０．

５メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。 

３ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用

道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第４１条第１項において準用する令第３９条第４項の

建築限界を勘案して定めるものとする。 

４ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安

全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。 

５ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第３条、第５条から第３８条まで及び前

条第１項の規定（自転車歩行者専用道路にあっては、第１３条の規定を除く。）は、適用しない。 

（歩行者専用道路） 

第４１条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、２

メートル以上とするものとする。 

２ 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第４１条

第１項において準用する令第４０条第３項の建築限界を勘案して定めるものとする。 

３ 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるも

のでなければならない。 

４ 歩行者専用道路については、第３条、第５条から第１２条まで、第１４条から第３８条まで及び

第３９条第１項の規定は、適用しない。 

   附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第３２３２３２３２号号号号    

 大和高田市道に設ける道路標識の寸法に関する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市道に設ける道路標識の寸法に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４５条第３項の規定に基づき、市道（大

和高田市の区域内に存する道路で、市長がその路線を認定したものをいう。 

第３条において同じ。）に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭
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和３５年総理府・建設省令第３号）に規定する用語の例による。 

 （道路標識の寸法） 

第３条 市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識（こ

れらの道路標識の柱の部分を除く。）の寸法は、規則で定める。 

２ 前項の寸法は、市道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図る観点から定めなければならな

い。 

   附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第３３３３３３３３号号号号    

 大和高田市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 堤防（第３条―第１７条） 

第３章 床止め（第１８条―第２１条） 

第４章 堰
せき

（第２２条―第２９条） 

第５章 水門及び樋
ひ

門（第３０条―第３７条） 

第６章 橋（第３８条―第４４条） 

第７章 伏せ越し（第４５条―第４９条） 

第８章 雑則（第５０条―第５２条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、河川法（昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。）第１００条第１項に

おいて準用する法第１２条第２項の規定に基づき、市長が管理する準用河川（法第１００第１項に

規定する準用河川をいう。以下単に「河川」という。）に係る河川管理施設（法第３条第２項に規

定する河川管理施設をいう。以下同じ。）又は法第１００条第１項において準用する法第２６条第

１項の許可を受けて設置される工作物（以下「許可工作物」という。）のうち、堤防その他の主要

なものの構造について、河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 （１）計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の

発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、市長が定めた高

水流量をいう。 

 （２）計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水が河川外に流出することを防止し、河川

を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な

河川の横断形で、市長が定めたものをいう。 

 （３）流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。 

 （４）計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、市長が
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定めた高水位をいう。 

第２章 堤防 

（適用の範囲） 

第３条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用す

る。 

（構造の原則） 

第４条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水

の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。 

（材質及び構造） 

第５条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によ

りやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢

板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ず

る構造の胸壁を有するものとすることができる。 

（高さ） 

第６条 堤防の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の右欄に掲げる値を加えた値以上

とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高（以下「堤内地盤高」という。）

が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあって

は、この限りでない。 

項 

 

計画高水流量（単位 １秒間につき立方メ

ートル） 

計画高水位に加える値（単位 メートル） 

１ ２００未満 ０.６ 

２ ２００以上５００未満 ０.８ 

３ ５００以上２,０００未満 １ 

４ ２,０００以上５,０００未満 １.２ 

５ ５,０００以上１０,０００未満 １.５ 

６ １０,０００以上 ２ 

２ 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。  

（天端幅） 

第７条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が０.６メートル未満である区間を除き、計

画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高

水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、計画

高水流量が１秒間につき５００立方メートル以上である場合においても、３メートル以上とするこ

とができる。 

項 計画高水流量（単位 １秒間につき立方メ

ートル） 

天端幅（単位 メートル） 

１ ５００未満 ３ 

２ ５００以上２,０００未満 ４ 

３ ２,０００以上５,０００未満 ５ 

４ ５,０００以上１０,０００未満 ６ 

５ １０,０００以上 ７ 

（盛土による堤防の法
のり

勾配等） 

第８条 盛土による堤防（胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。）の法
のり

勾

配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が０.６メートル未満である区間を除き、５０パーセント以

下とするものとする。 
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２ 盛土による堤防の法
のり

面は、芝等によって覆うものとする。 

（側帯） 

第９条 堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全す

るため特に必要がある場合においては、規則の定めるところにより、堤防の裏側の脚部に側帯を設

けるものとする。  

（護岸） 

第１０条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法
のり

面に護岸を設

けるものとする。 

（水制） 

第１１条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要があ

る場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。 

（堤防に沿って設置する樹林帯） 

第１２条 堤防に沿って設置する樹林帯は、規則の定めるところにより、洪水時における破堤の防止

等について適切に配慮された構造とするものとする。 

（管理用通路） 

第１３条 堤防には、規則の定めるところにより、河川の管理のための通路（以下「管理用通路」と

いう。）を設けるものとする。 

（波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置） 

第１４条 ２以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、

必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

（１） 表法
のり

面に護岸又は護岸及び波返工を設けること。 

（２） 前面に消波工を設けること。 

２ 前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げ

る措置を講ずるものとする。 

（１） 天端及び裏法
のり

面をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。 

（２） 裏法
のり

尻に沿って排水路を設けること。 

（背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例） 

第１５条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、

合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第６条第１項の規定により定められる当該箇所におけ

る甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より

高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設に

よって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背

水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第６条第１項の表の右

欄に掲げる値を加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間（以下「背水区

間」という。）の堤防の天端幅は、第７条の規定により定められる当該箇所における甲河川の堤防

の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、

地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。 

（天端幅の規定の適用除外等） 

第１６条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤
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防については、第７条及び前条第２項の規定は、適用しない。 

２ 胸壁を有する堤防に関する第７条及び前条第２項の規定の適用については、胸壁を除いた部分の

上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。 

（連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例） 

第１７条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別

の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階

における堤防について、計画堤防（計画横断形が定められている場合における当該計画横断形に係

る堤防をいう。以下同じ。）の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水

位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章（第１５条及び前条を除く。）の規定を準

用する。 

第３章 床止め 

（構造の原則） 

第１８条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。 

２ 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。 

（護床工） 

第１９条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるとき

は、適当な護床工を設けるものとする。 

（護岸） 

第２０条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、

規則の定めるところにより、護岸を設けるものとする。 

（魚道） 

第２１条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、

規則の定めるところにより、魚道を設けるものとする。 

第４章 堰
せき

 

（構造の原則） 

第２２条 堰
せき

は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。  

２ 堰
せき

は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著し

い支障を及ぼさず、並びに堰
せき

に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするも

のとする。  

（流下断面との関係） 

第２３条 可動堰
ぜき

の可動部（流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰
せき

柱に限る。）以外の

部分（堰
せき

柱を除く。）及び固定堰
ぜき

は、流下断面（計画横断形が定められている場合には、当該計画

横断形に係る流下断面を含む。以下この条、第３９条第１項において同じ。）内に設けてはならな

い。ただし、狭窄
さく

部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認め

られるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合にお

いて、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。 

（可動堰
ぜき

の可動部のゲートの構造） 
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第２４条 可動堰
ぜき

の可動部のゲート（バルブを含む。以下この章において同じ。）は、確実に開閉し、

かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。 

２ 可動堰
ぜき

の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするもの

とする。 

３ 可動堰
ぜき

の可動部のゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。 

（可動堰
ぜき

の可動部のゲートの高さ） 

第２５条 可動堰
ぜき

の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水流量に

応じ、計画高水位に第６条第１項の表の右欄に掲げる値を加えた値以上で、当該地点における河川

の両岸の堤防（計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さよ

り低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さよ

り高いときは、計画堤防）の表法
のり

肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。 

２ 可動堰
ぜき

の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰
ぜき

の基礎部（床版を含む。）

の高さ以下とするものとする。 

 （可動堰
ぜき

の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例） 

第２６条 背水区間に設ける可動堰
ぜき

の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、

治水上の支障がないと認められるときは、前条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうち

いずれか高い方の高さ以上とすることができる。 

（１） 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、

第６条第１項の表の右欄に掲げる値を加えた高さ 

（２） 計画高水位 

２ 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰
ぜき

の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における

下端の高さは、前条第１項及び前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案

して必要と認められる高さを下回らないものとする。 

（管理施設） 

第２７条 可動堰
ぜき

には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。 

（護床工等） 

第２８条 第１９条から第２１条までの規定は、堰
せき

を設ける場合について準用する。 

（洪水を分流させる堰
せき

に関する特例） 

第２９条 第２３条及び第２５条の規定は、洪水を分流させる堰
せき

については、適用しない。 

第５章 水門及び樋
ひ

門 
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 （構造の原則） 

第３０条 水門及び樋
ひ

門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとす

る。 

２ 水門及び樋
ひ

門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の

構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋
ひ

門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配

慮された構造とするものとする。 

（構造） 

第３１条 水門及び樋
ひ

門（ゲート及び管理施設を除く。）は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる

構造とするものとする。 

２ 樋
ひ

門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。 

（断面形） 

第３２条 河川を横断して設ける水門及び樋
ひ

門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を

勘案して定めるものとする。 

２ 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及

び樋
ひ

門について準用する。 

（河川を横断して設ける水門の径間長等） 

第３３条 第２３条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第

２３条中「可動堰
ぜき

の可動部（流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰
せき

柱に限る。）以

外の部分（堰
せき

柱を除く。）及び固定堰
ぜき

」とあるのは「水門のうち流水を流下させるためのゲート及

び門柱以外の部分」と読み替えるものとする。 

２ 河川を横断して設ける樋
ひ

門で２門以上のゲートを有するものの内法
のり

幅は、５メートル以上とする

ものとする。ただし、内法
のり

幅が内法
のり

高の２倍以上となるときは、この限りでない。 

（ゲート等の構造） 

第３４条 水門及び樋
ひ

門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものと

する。 

２ 水門及び樋
ひ

門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。 

３ 水門及び樋
ひ

門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものと

する。 

（水門のゲートの高さ等） 

第３５条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉

鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防（計画横断形が定められている場合において、計
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画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計

画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防）の高さを下回らないものとするもの

とする。 

２ 第２５条第１項の規定は河川を横断して設ける水門（流水を分流させる水門を除く。）のカーテン

ウォール及びゲートの高さについて、第２６条の規定は河川を横断して設ける水門のカーテンウォ

ール及びゲートの高さについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動堰
ぜき

の可動部の

引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテンウォールの下

端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。 

（管理施設等） 

第３６条 第２７条の規定は、水門及び樋
ひ

門について準用する。 

２ 水門は、規則の定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。 

（護床工等） 

第３７条 第１９条及び第２０条の規定は、水門又は樋
ひ

門を設ける場合について準用する。 

第６章 橋 

（河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則） 

第３８条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な

構造とするものとする。 

２ 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸

及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床の洗掘の防

止について適切に配慮された構造とするものとする。 

（橋台） 

第３９条 河岸又は背水区間に係る堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下こ

の条において同じ。）に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、狭窄
さく

部であるこ

とその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでな

い。 

２ 堤防に設ける橋台（前項の橋台に該当するものを除く。）は、堤防の表法
のり

肩より表側の部分に設け

てはならない。 

３ 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法
のり

線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造

に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。 

４ 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。 

（橋脚） 

第４０条 河道内に設ける橋脚（基礎部（底版を含む。次項において同じ。）その他流水が作用するお

それがない部分を除く。以下この項において同じ。）の水平断面は、できるだけ細長い楕
だ

円形その

他これに類する形状のものとし、かつ、その長径（これに相当するものを含む。）の方向は、洪水

が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいとき、橋脚に作

用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であって橋脚の構造上やむを

得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚の水平

断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。 
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２ 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断

形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。）においては低水路の河床の表面から深さ２メ

ートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又

は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、低水路の河床の表面よ

り下の部分に設けることができる。 

（桁下高等） 

第４１条 第２５条第１項及び第２６条の規定は、橋の桁下高について準用する。この場合において、

これらの規定中「可動堰
ぜき

の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるの

は、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。 

２ 橋面（路面その他規則で定める橋の部分をいう。）の高さは、背水区間においても、橋が横断する

堤防（計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、

かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いと

きは、計画堤防）の高さ以上とするものとする。 

（護岸等） 

第４２条 第１９条及び第２０条の規定は、橋を設ける場合について準用する。 

２ 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又

は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。 

（管理用通路の構造の保全） 

第４３条 橋（取付部を含む。）は、規則の定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさな

い構造とするものとする。 

（適用除外） 

第４４条 第３９条第１項から第３項まで、第４０条及び第４１条の規定は、遊水地その他これらに

類するものの区域（規則で定める要件に該当する区域を除く。）内に設ける橋及び治水上の影響が

著しく小さいものとして規則で定める橋については、適用しない。 

２ この章（第４１条及び前条を除く。）の規定は、堰
せき

又は水門と効用を兼ねる橋及び樋
ひ

門に附属して

設けられる橋については、適用しない。 

第７章 伏せ越し 

（適用の範囲） 

第４５条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。 

（構造の原則） 

第４６条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。 

２ 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設

の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。 

（構造） 

第４７条 堤防（計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。）

を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離す

るものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及

ぼすおそれがないときは、この限りでない。 

２ 第３１条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。 

（ゲート等） 

第４８条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又

はこれに代わる適当な箇所に、ゲート（バルブを含む。次項において同じ。）を設けるものとする。

ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。 
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２ 第２４条第２項の規定は前項のゲートの開閉装置について、第２７条の規定は伏せ越しについて

準用する。 

（深さ） 

第４９条 伏せ越しは、低水路（計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水

路を含む。以下この条において同じ。）においては低水路の河床の表面から、堤防（計画横断形が

定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。）の下の部分においては堤

防の地盤面から、それぞれ深さ２メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が

極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認めら

れるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。 

第８章 雑則 

（適用除外） 

第５０条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物（以下「河川管理施設等」と

いう。）については、適用しない。 

（１） 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設け

られる河川管理施設等 

（２） 臨時に設けられる河川管理施設等 

（３） 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等 

（４） 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第２章から前章までの規定によるもの

と同等以上の効力があると認めるもの 

（計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例） 

第５１条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手（許可工作物にあっては、法第１００条第１項

において準用する法第２６条の許可。以下同じ。）があった後における計画高水流量、計画横断形

又は計画高水位（以下この条において「計画高水流量等」という。）の決定又は変更によってこの

条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画

高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が

当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築（災害復旧又は応急措置として行われるものを

除く。）に係る河川管理施設等については、この限りでない。 

（小河川の特例） 

第５２条 計画高水流量が１秒間につき１００立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等に

ついては、規則の定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。 

附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第３４３４３４３４号号号号    

 大和高田市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市営住宅条例の一部を改正する条例 

 大和高田市営住宅条例（平成９年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第１章 総則（第１条―第３条）」を 

「第１章 総則（第１条―第３条） 

 第１章の２ 市営住宅等の整備（第３条の２―第３条の１７）」に、「駐車場」を「集会所及び駐車

場」に改める。 

 第１条中「市営住宅及び共同施設の設置」を「市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）

の設置、整備」に、「命令」を「法令」に改める。 
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 第２条に次の１号を加える。 

 （５） 市営住宅監理員 法第３３条の規定により市長が任命する者をいう。 

 第３条中「市営住宅」を「市営住宅等」に改める。 

 第１章の次に次の１章を加える。 

   第１章の２ 市営住宅等の整備 

 （市営住宅等の整備基準） 

第３条の２ 法第５条第１項及び第２項に規定する条例で定める市営住宅等の整備基準は、この章の

定めるところによる。 

 （健全な地域社会の形成） 

第３条の３ 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して

整備しなければならない。 

 （良好な居住環境の確保） 

第３条の４ 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なも

のとなるように整備しなければならない。 

 （費用の縮減への配慮） 

第３条の５ 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資

材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配

慮しなければならない。 

 （位置の選定） 

第３条の６ 市営住宅等の敷地（以下「敷地」という。）の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及

び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通

学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。 

 （敷地の安全等） 

第３条の７ 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土

地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければ

ならない。 

２ 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなけれ

ばならない。 

 （住棟等の基準） 

第３条の８ 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために

必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の

阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 

 （住宅の基準） 

第３条の９ 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 

２ 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化

を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。 

３ 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則

で定める措置が講じられていなければならない。 

４ 住宅の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第３号に

規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）及びこれと一体的に整備される部分には、当該

部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならな

い。 

５ 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことな

く点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていなければな

らない。 
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 （住戸の基準） 

第３条の１０ 市営住宅の１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）は、

２５平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設

ける場合は、この限りでない。 

２ 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び

電話配線が設けられていなければならない。 ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所

又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合に

あっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 

３ 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための

ものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。 

 （住戸内の各部） 

第３条の１１ 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の

高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置が講じられて

いなければならない。 

 （共用部分） 

第３条の１２ 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確

保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。 

 （附帯施設） 

第３条の１３ 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなけれ

ばならない。 

２ 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考

慮されたものでなければならない。 

 （児童遊園） 

第３条の１４ 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に

応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 

 （集会所） 

第３条の１５ 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園

の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 

 （広場及び緑地） 

第３条の１６ 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮され

たものでなければならない。 

 （通路） 

第３条の１７ 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日

常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的

に配置されたものでなければならない。 

２ 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられ

ていなければならない。 

 第６条第１項中「次の各号の」を「次に掲げる」に改め、同項第２号中「第１２条において」を削

り、同項第３号を次のように改める。 

 （３） その者の収入がア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに掲げる金額を超えない

こと。 

  ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 ２１４，０００円

（（エ）に該当する場合、当該災害発生の日から３年を経過した後は、１５８，０００円） 

   （ア） 入居者又は同居者に次項第２号から第４号まで、第６号又は第７号に該当する者（同

項第２号に該当する者のうち、同号イに掲げる障害の種類にあっては同号イに定める障害の
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程度のうち１級又は２級に該当する程度である者に、同号ウに掲げる障害の種類にあっては

同号ウに定める障害の程度のうち１級又は２級の精神障害の程度に相当する程度である者に

限る。）がある場合 

   （イ） 入居者が６０歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが６０歳以上又は１８歳未

満の者である場合 

   （ウ） 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 

   （エ） 市営住宅が、法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚災害に対処するための特別

の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０号）第２２条第１項の規定による国の

補助に係るもの又は法第８条第１項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害によ

り滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 

  イ アに掲げる場合以外の場合 １５８，０００円 

 第６条第１項第５号中「又は」の次に「現に同居し、若しくは同居しようとする親族」を加え、同

条第３項中「被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条」の次に「又は福島復興

再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第２１条」を加える。 

 第７条第２項中「前条第１項第３号イ」を「前条第１項第３号ア（エ）」に、「、第３号及び第４号」

を「及び第３号から第５号まで」に改める。 

 第８条第１項中「市長の」を「規則の」に改め、同条第２項中「当該職員」を「職員」に改める。 

 第１２条第１項中「公営住宅法施行規則第１０条で定めるところにより、」を削り、同条第２項中

「しないものとする」を「してはならない」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、第１項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公

営住宅法施行規則第１０条に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、同条第１項第

１号に規定する金額については、同号の規定にかかわらず、この条例第６条第１項第３号に規定す

る金額とする。 

 第１３条第１項中「、公営住宅法施行規則第１１条で定めるところにより」を削り、同条第２項中

「しないものとする」を「してはならない」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、第１項の承認を与える場合の基準その他必要な事項については、公

営住宅法施行規則第１１条に定めるもののほか、規則で定める。 

 第１５条第５項中「第６条第１項第３号ア」の次に「（（エ）を除く。）」を加える。 

 第１９条第１項中「３倍に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる」を「３月

分に相当する額の敷金を徴収する」に改め、同条第４項を削り、同条第３項中「つけない」を「付さ

ない」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、第１６条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を

必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることが

できる。 

 第２１条第１項中「市営住宅及び共同施設」を「市営住宅等」に改める。 

 第２２条第３号中「市営住宅及び共同施設」を「市営住宅等」に改め、同条第４号中「規定する」

の次に「ものの」を加える。 

 第２５条中「市長」を「規則」に改める。 

 第２８条第２項中「前項」の次に「ただし書」を加え、同条第３項中「第１項」の次に「ただし書」

を加える。 

 第２９条第３項中「認定に対し、市長の」を「規定による認定に対し、規則の」に、「この場合に

おいては」を「この場合において」に改める。 

 第３１条第１項中「第１項」の次に「本文」を加える。 

 第３３条第１項中「第１項」の次に「本文」を加え、同条第２項中「市長が定める額の金銭」を「規
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則で定める額」に改め、同条第３項中「金銭」を「額」に改める。 

 第３６条第１項中「若しくは金銭」を削り、「猶予」の次に「、第１９条第２項の規定による敷金の

減免若しくは徴収の猶予」を加える。 

 第４１条第１項中「届け出て、」の次に「市営住宅監理員又は」を加える。 

 第４２条第３項中「額の金銭」を「額」に、「額以下の金銭」を「額以下で規則で定める額」に改め、

同条第４項中「の金銭」を「で規則で定める額」に改める。 

 第４２条の２第１項中「市営住宅の入居予定者及びその者と同居しようとする親族又は入居者が同

居させるようとする者」を「次の各号に掲げる者」に改め、同項に次の３号を加える。 

 （１） 市営住宅の入居予定者及びその者と同居しようとする親族 

 （２） 第１２条第１項の市長の承認を得て入居者が同居させようとする者 

 （３） 第１３条第１項の市長の承認を得て引き続き市営住宅に居住しようとする者及びその者と

現に同居している者 

 第４２条の２第２項中「及び」を「又は」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 高田警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかにつ

いて、市長に対して意見を述べることができる。 

 第４４条第１項中「市長の」を「規則の」に、「市長に許可を申請しなければならない」を 

「市長の許可を受けなければならない」に改め、同条第２項中「前項の」の次に「許可の」を加える。 

 第４５条第１項中「市長が」を「規則で」に改め、同条第２項中「規定による市長が定める」を削

る。 

 第４６条中「第１７条中」を「第１７条第１項中」に改める。 

 第５０条中「同法」を「特定優良賃貸住宅法」に改める。 

 第５２条中「次の」を「同条第１項第５号に掲げる条件を具備し、かつ、次に掲げる」に改め、

同条第１号中「（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を

含む。）」を削る。 

 第５４条中「若しくは金銭」を削り、「猶予」の次に「、第１９条第２項の規定による敷金の減免

若しくは徴収の猶予」を加える。 

 「第５章 駐車場の管理」を「第５章 集会所及び駐車場の管理」に改める。 

 第５５条に見出しとして「（集会所の管理）」を付し、同条中「駐車場の管理は、この章に定める

ところにより行わなければならない」を「集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める」に

改める。 

 第５６条の見出しを「（駐車場の使用許可）」に改め、同条中「駐車場」を「市営住宅の共同施設

として整備された駐車場（以下「駐車場」という。）」に改める。 

 第５７条第４号中「第５号」を「第６号」に改める。 

 第５８条第１項中「市長」を「規則」に改める。 

 第６０条第１項中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第６１条第１項中「市長が」を「規則で」に改め、同条第２項中「使用料の」の次に「減免又は」

を加える。 

 第６４条中「第５５条」を「第５６条」に改める。 

 第６５条の見出しを「（市営住宅監理員及び市営住宅管理人）」に改め、同条第３項中「前２項」を

「前各項」に改め、「もののほか、」の次に「市営住宅監理員及び」を加え、同項を同条第５項とし、

同条第２項中「市長」を「市営住宅監理員」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項中「市長は、」

の次に「市営住宅監理員の職務を補助させるため、」を加え、同項を同条第３項とし、同条に第１項

及び第２項として次の２項を加える。 

 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。 

２ 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 134

な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。 

 第６６条第１項中「市長の指定した者により、市営住宅の検査又は入居者に対しての適当な指示を

行うことができる」を「市営住宅監理員又は市長の指定した者に、市営住宅の検査をさせ、又は入居

者に対して適当な指示をさせることができる」に改め、同条第２項中「市長の指定した者が現に使用

している市営住宅に立ち入って検査を行う」を「前項の検査において、現に使用している市営住宅に

立ち入る」に改める。 

 第６７条を次のように改める。 

第６７条 削除 

 別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

１ 市営住宅 

名称 建設年度 所在地 戸数 

昭和町団地 昭和２９年度 大和高田市昭和町６００番地の１ １９ 

昭和３０年度 大和高田市昭和町６００番地の１ ８ 

  大和高田市昭和町６００番地の１ １０ 

昭和３２年度 大和高田市昭和町６００番地の１ ２０ 

大谷団地 昭和３０年度 大和高田市大字大谷５０６番地の２ ６ 

曙町団地 昭和４０年度 大和高田市曙町６４８番地の１ １８ 

昭和４１年度 大和高田市曙町６４６番地の２ １８ 

昭和４２年度 大和高田市曙町７３５番地 １２ 

昭和４３年度 大和高田市曙町７３５番地 １２ 

昭和４４年度 大和高田市曙町７３５番地 ６ 

昭和４５年度 大和高田市曙町７４８番地の１ １２ 

昭和４６年度 大和高田市曙町６８５番地の１ １２ 

昭和５９年度 大和高田市材木町１０２７番地 ８ 

土庫団地 昭和３８年度 大和高田市土庫一丁目７００番地の１ １０ 

昭和３９年度 大和高田市土庫一丁目６９８番地 ２２ 

昭和４０年度 大和高田市土庫一丁目６９６番地の１ ２４ 

市場団地 昭和４０年度 大和高田市大字市場４７２番地 ８ 

昭和４１年度 大和高田市大字市場４７１番地 ８ 

昭和４２年度 大和高田市大字市場４７３番地 ６ 

昭和４３年度 大和高田市大字市場４７３番地 ６ 

昭和４４年度 大和高田市大字市場４７８番地 ４ 

昭和４５年度 大和高田市大字市場５５５番地 ６ 

昭和４６年度 大和高田市大字市場５５６番地 ６ 

昭和４８年度 大和高田市大字市場５５５番地 ２ 

吉井団地 昭和３９年度 大和高田市大字吉井４０番地の３ １０ 

昭和４２年度 大和高田市大字吉井３９番地 １０ 

昭和４３年度 大和高田市大字吉井３９番地 ２０ 

東雲町団地 昭和４１年度 大和高田市東雲町９２６番地の１ ２４ 

昭和４２年度 大和高田市東雲町９２４番地 １２ 

昭和４３年度 大和高田市東雲町９２４番地 １２ 

昭和４４年度 大和高田市東雲町９２４番地 １２ 

昭和４５年度 大和高田市東雲町９２２番地の１ １２ 

昭和４６年度 大和高田市東雲町９２２番地の１ １２ 

秋吉団地 昭和４４年度 大和高田市大字秋吉２０４番地の１ ２０ 
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昭和４５年度 大和高田市大字秋吉２０４番地の１ １０ 

礒野団地 昭和４６年度 大和高田市礒野北町４７番地 １８ 

昭和４７年度 大和高田市礒野北町４７番地 ２４ 

昭和４８年度 大和高田市礒野北町４７番地 ２４ 

昭和４９年度 大和高田市礒野北町４７番地 ２３ 

西坊城団地 平成３年度 大和高田市大字西坊城３２２番地の２ ３９ 

サンライズ団地 平成７年度 大和高田市材木町１０１７番地の２ ４８ 

サンシャイン団地 平成１３年度 大和高田市大字市場５４０番地の１ ２４ 

２ 共同施設 

 集会所 

名称 所在地 

礒野団地集会所 大和高田市礒野北町４７番地 

西坊城団地集会所 大和高田市大字西坊城３２２番地の２ 

 駐車場 

名称 所在地 区画数 

西坊城団地駐車場 大和高田市大字西坊城３２２番地の２ ３９ 

サンライズ団地駐車場 大和高田市材木町１０１９番地の２ ４８ 

サンシャイン団地駐車場 大和高田市大字市場５４８番地 ２４ 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に存する市営住宅等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模

様替えの工事中の市営住宅等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

条例第条例第条例第条例第３５３５３５３５号号号号    

 大和高田市改良住宅等条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市改良住宅等条例の一部を改正する条例 

 大和高田市改良住宅等条例の一部を改正する条例（平成９年条例第３５号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「法律第８４号」の次に「。以下「法」という。」を加え、「適正かつ合理的な管理を図る」

を「設置及び管理について法、住宅地区改良法施行令（昭和３５年政令第１２８号）及び改良住宅等

管理要領（昭和５４年建設省住整発第６号。以下「要領」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定める」に改める。 

 第３条及び第３条の２を次のように改める。 

第３条及び第３条の２ 削除 

 第５条第３項を削る。 

 第５条の２を削る。 

第６条を次のように改める。 

 （準用） 

第６条 前各条に定めるもののほか、改良住宅等の管理については、改良住宅等を大和高田市営住宅

条例（平成９年条例第３４号。この条において「市営住宅条例」という。」第２条第１号に規定す

る市営住宅とみなして、市営住宅条例第４条から第１３条まで（第５条第３号及び第４号、第７条

第１項並びに第８条第４項を除く。）、第１６条から第２８条まで（第２１条第２項を除く。）、

第３６条、第４１条、第４２条の２、第６５条、第６６条及び第６８条の規定を準用する。ただし、
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市営住宅条例第４条から第１１条まで（第５条第３号及び第４号、第７条第１項並びに第８条第４

項を除く。）の規定は、法第１８条又は要領第１１の規定により改良住宅等に入居させるべき者が

入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。 

２ 前項の規定による市営住宅条例の準用の規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅等」と、第６

条第１項第３号中「ア又はイ」とあるのは「ア（（エ）を除く。）又はイ」と、同号ア中「２１４，

０００円」とあるのは「１３９，０００円」と、「１５８，０００円」とあるのは「１１４，００

０円」と、同号イ中「ア」とあるのは「ア（（エ）を除く。）」と、「１５８，０００円」とある

のは「１１４，０００円」と、第１２条第３項中「この条例第６条第１項第３号」とあるのは「大

和高田市改良住宅等条例第６条第１項の規定により準用されるこの条例第６条第１項第３号」と、

第１７条第１項中「第３２条第１項又は第３７条第１項の規定による明渡しの期限として指定した

日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第４２条第１項による明渡しの請求のあったときは

明渡しの請求のあった日」とあるのは「大和高田市改良住宅等条例第５条第１項による明渡しの請

求のあったときは明渡しの請求のあった日」と、第２０条第２項中「共同施設の整備に要する費用

に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする」とあるのは「入居者の共同の利便の

ために使用するものとする」と、第２１条第１項及び第２２条第３項中「等の修繕に要する費用」

とあるのは「の修繕に要する費用」と、第２３条第１項中「又は共同施設の使用」とあるのは「の

使用」と、同条第２項中「又は共同施設が滅失」とあるのは「が滅失」と、第３６条第１項中「第

１４条第１項、第３１条第１項若しくは第３３条第１項の規定による家賃の決定、第１６条（第３

１条第３項又は第３３条第３項において準用する場合を含む。）の規定による家賃の減免若しくは

徴収の猶予、第１９条第２項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第３２条第１項の規定

による明渡しの請求、第３４条の規定によるあっせん等又は第３８条の規定による市営住宅への入

居の措置」とあるのは「大和高田市改良住宅等条例第６条第１項の規定により準用される第１６条

の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第１９条第２項の規定による敷金の減免若しくは徴

収の猶予」と、第６５条中「等の管理に関する事務」とあるのは「の管理に関する事務」と読み替

える。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第３６３６３６３６号号号号    

 大和高田市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市公園条例の一部を改正する条例 

大和高田市公園条例（昭和３９年条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

第２条の次に次の２条を加える。 

（公園の配置及び規模に関する技術的基準） 

第２条の２ 法第３条第１項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 市の区域内に設置する公園の市民一人当たりの敷地面積の標準は、１０平方メートル以上

とし、市街地に設置する公園の当該市街地の市民一人当たりの敷地面積の標準は、５平方メート

ル以上とする。 

（２） 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公

園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げる

ところによりその配置及び規模を定めるものとする。 

ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者

が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、０．２５ヘクタールを標準と
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して定めること。 

イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容

易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、２ヘクタールを標準として定める

こと。 

ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居

住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、４ヘクタールを標準

として定めること。 

エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供する

ことを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、

散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置

し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその

敷地面積を定めること。 

（３） 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主とし

て風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹

林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供するこ

とを目的とする公園等、前号アからエまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、

それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及

びその敷地面積を定めるものとする。 

（公園の公園施設の設置基準） 

第２条の３ 法第４条第１項本文（法第３３条第４項において準用する場合を含む。）の規定により条

例で定める割合は、１００分の２とする。 

２ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号。以下「令」という。）第６条第１項第１号に掲げ

る場合における法第４条第１項ただし書（法第３３条第４項において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積

の１００分の１０を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる

こととする。 

３ 令第６条第１項第２号に掲げる場合における法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、同

号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の１００分の２０を限度として同項本文の規定に

より認められる建築面積を超えることができることとする。 

４ 令第６条第１項第３号に掲げる場合における法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、同

号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の１００分の１０を限度として同項本文又は前２

項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

５ 令第６条第１項第４号に掲げる場合における法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、同

号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の１００分の２を限度として同項本文又は前３項

の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

   附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第３７３７３７３７号号号号    

 大和高田市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市下水道条例の一部を改正する条例 

 大和高田市下水道条例（昭和５９年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第１章 総則（第１条・第２条）」を 
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「第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の２ 公共下水道の構造の技術上の基準（第２条の２―第２条の５）」に、 

「（第３７条）」を「（第３７条・第３７条の２）」に改める。 

 第１章の次に次の１章を加える。 

   第１章の２ 公共下水道の構造の技術上の基準 

 （公共下水道の構造の技術上の基準） 

第２条の２ 法第７条第２項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び

第２条の４に定めるところによる。 

 （排水施設の構造の技術上の基準） 

第２条の３ 排水施設（これを補完する施設を含む。）の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。 

 （１） 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

 （２） コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のも

のとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他

雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

 （３） 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食し

にくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。 

 （４） 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓
とう

継手の設置その

他の規則で定める措置が講ぜられていること。 

 （５） 排水管の内径及び排水渠
きよ

の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、 

かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 

 （６） 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水

勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

 （７） 暗渠
きよ

その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所に

あっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。 

 （８） 暗渠
きよ

である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠
きよ

の清

掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。 

 （９） ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉す

ることができる蓋）を設けること。 

 （適用除外） 

第２条の４ 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。 

 （１） 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

 （２） 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

 第５条を次のように改める。 

 （公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等） 

第５条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設（排水設備及び法第２４条第１項の規

定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。）の新設等を

行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 

 （１） 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は取付ます等で雨水を排除すべきもの

に流入させるように設けること。 

 （２） 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

 （３） コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のも
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のとする措置が講ぜられていること。 

 第６条の見出し中「排水設備」を「排水設備等」に改め、同条第１項中「排水設備の」を「排水設

備又は前条の排水施設（以下「排水設備等」という。）の」に改め、同条第２項ただし書中「排水設

備」を「排水設備等」に改める。 

 第７条（見出しを含む。）中「排水設備」を「排水設備等」に改める。 

第８条中「排水設備」を削る。 

第９条（見出しを含む。）中「排水設備」を「排水設備等」に改める。 

 第１１条第２項中「（昭和４５年法律第１３８号）」を削る。 

 第１５条第２項中「排水設備」を「排水設備等」に改める。 

 第２４条を次のように改める。 

 （水洗化の普及及び奨励措置） 

第２４条 市長は、くみ取便所から水洗便所（公共下水道に汚水管が連結されたものに限る。）への

改造又はし尿浄化槽から汚水を公共下水道に排除する排水設備の設置を行おうとする者に対して、

別に定めるところにより資金の貸付けを行うことができる。 

 第３７条中「前条」を「第３６条」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項

を加える。 

  第２条の３及び第２条の４の規定は、法第２８条第２項に規定する条例で定める都市下水路の構

造の技術上の基準について準用する。 

 第５章中第３７条を第３７条の２とし、同章中同条の前に次の１条を加える。 

 （都市下水路の維持管理の技術上の基準） 

第３７条 法第２８条第２項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の

基準は、１年に１回以上のしゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分に

ついては、この限りでない。 

 第４７条第１号中「排水設備」を「排水設備等」に改め、同条第２号中「排水設備又は排水施設」

を「排水設備等」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の条例第２条の３の規定に適合しな

いものについては、これらの規定（その適合しない部分に限る。）は、適用しない。ただし、この

条例の施行後に改築（災害復旧として行われるもの及び公共下水道又は都市下水路に関する工事以

外の工事により必要を生じたものを除く。）の工事に着手したものについては、この限りでない。 

 

 

 

規則第規則第規則第規則第３２３２３２３２号号号号    

 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２４年１１月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和３２年規則第１１号）の一部を次のように改

正する。 

附則第４項中「平成２４年６月」を「平成２４年１２月」に改める。 

  附 則 

規規規規    則則則則    
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この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第３３３３３３３３号号号号    

 大和高田市契約規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２４年１２月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市契約規則の一部を改正する規則 

大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第４８条第１項第７号ア中「法人である場合は、その法人の役員又はその支店若しくは契約を締結

する事務所を代表する者をいう」を「法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人又は支店

若しくは営業所（常時契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、法人格を持

たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人又は支

店若しくは営業所の代表者をいう」に改め、同号カ中「その他の契約」の次に「（以下「下請契約等」

という。）」を加え、同号キ中「アからオまでのいずれかに該当するものと下請契約、購入契約その

他の契約をしてることが認められる場合（カに該当する場合を除く。）」を「下請契約等に当たり、

アからオまでのいずれかに該当する者と知らずにその相手方としていたことが認められる場合」に改

め、同号に次のように加える。 

  ク 契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞

なくその旨を市長に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第３４３４３４３４号号号号    

 生活保護法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２４年１２月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   生活保護法施行細則の一部を改正する規則 

 生活保護法施行細則（平成２３年規則第１３号）を次のように改正する。 

 第１２条第１項中「返還金決定通知書」を「生活保護法第６３条の規定による費用返還決定通知書」

に改め、同条第２項中「又は法第７８条」を削り、「徴収金決定通知書」を「生活保護法第７７条の規

定による費用徴収決定通知書」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 法第７８条の規定による費用の徴収の通知は、生活保護法第７８条の規定による費用徴収決定通

知書（様式第４７号の２）により行うものとする。 

 様式第１号及び様式第２１号中「子ども手当」を「児童手当」に改める。 

 様式第２８号から様式第３０号までの規定中「この決定に」を「（教示）（１） この決定に」に、 

「この審査請求」を「（２） 上記（１）の審査請求」に改める。 

 様式第４２号から様式第４４号までの規定中「子ども手当」を「児童手当」に改める。 

 様式第４６号及び様式第４７号を次のように改める。 

様式第４６号（第１２条関係） 

第     号 

 年  月  日 

様 

大和高田市社会福祉事務所長     印 

生活保護法第６３条の規定による費用返還決定通知書 

年  月  日から    年  月  日までに、あなたに対して実施した生活保護
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法による保護について、同法第６３条の規定に基づき、費用を返還するよう通知します。 

１ 返還金額 

２ 返還理由 

３ 返還期限 

４ その他 

なお、この決定について不明な点があれば、当社会福祉事務所に連絡してください。 

（教示） 

（１） この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日

以内に、奈良県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過す

ると審査請求をすることができなくなります。）。 

（２） 上記（１）の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大和高田市を被告として（訴訟において大和高田

市を代表する者は大和高田市長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することができます

（なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、裁決があった日の

翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。た

だし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定

の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求をした日の翌日から起算して５０日を経過

しても裁決がないとき。②決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため

緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

様式第４７号（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

様 

大和高田市社会福祉事務所長     印 

生活保護法第７７条の規定による費用徴収決定通知書 

年  月  日から    年  月  日までに、あなたの  に当たる   様に対して

実施した生活保護法による保護について、同法第７７条第１項の規定に基づき、費用を徴収すること

を決定したので通知します。 

１ 徴収金額 

２ 徴収決定理由 

３ 納入期限 

４ その他 

なお、この決定について不明な点があれば、当社会福祉事務所に連絡してください。 

（教示） 

（１） この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日

以内に、大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。）。 

（２） この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大
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和高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、決定

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内であっても、この決定の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを

提起することができなくなります。）。ただし、上記（１）の審査請求をした場合には、当該審査請

求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、決定の取消しの訴えを提

起することができます。 

 様式第４７号の次に次の１様式を加える。 

様式第４７号の２（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

様 

大和高田市社会福祉事務所長   印 

生活保護法第７８条の規定による費用徴収決定通知書 

年  月  日から    年  月  日までに、あなたに対して実施した生活保護

法による保護について、同法第７８条の規定に基づき、費用を徴収することを決定したので通知しま

す。 

１ 徴収金額 

２ 徴収決定理由 

３ 納入期限 

４ その他 

なお、この決定について不明な点があれば、当社会福祉事務所に連絡してください。 

（教示） 

（１） この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日

以内に、大和高田市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知

った日の翌日から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過

すると審査請求をすることができなくなります。）。 

（２） この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、大

和高田市を被告として（訴訟において大和高田市を代表する者は大和高田市長となります。）、決定

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内であっても、この決定の翌日から起算して１年を経過すると決定の取消しの訴えを

提起することができなくなります。）。ただし、上記（１）の審査請求をした場合には、当該審査請

求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、決定の取消しの訴えを提

起することができます。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第３５３５３５３５号号号号    

 大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則を次

のように定める。 

  平成２４年１２月１３日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大和高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例（平成２４年条例第２７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（代理受領の要件） 

第２条 条例第１６条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号）第６５条の４各号のいずれにも該当しない場合とする。 

（指定地域密着型サービスの利用に係る計画） 

第３条 条例第１７条の規則で定める計画は、介護保険法施行規則第６５条の４第１号ハに規定する

計画とする。 

（具体的取組方針） 

第４条 条例第９３条第２項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）第１３条各号に掲げるも

のとする。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第３６３６３６３６号号号号    

 大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則を次のよう

に定める。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大和高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する

条例（平成２４年条例第２８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （地域密着型介護予防サービス費の支給の要件に該当しない場合） 

第２条 条例第１８条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省

令第３６号。以下「施行規則」という。）第８５条の２各号のいずれにも該当しない場合とする。 

 （指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画） 

第３条 条例第１９条の規則で定める計画は、施行規則第８５条の２第１号ハに規定する計画とする。 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針及び介護予防支援の提供に当たっての留意点） 

第４条 条例第６７条第２号の規則で定める指定介護予防支援の具体的取扱方針及び介護予防支援の

提供に当たっての留意点は、それぞれ指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

７号）第３０条各号に掲げる方針及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第３１条各号に掲げる事項と

する。 

附 則 
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この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第２０２０２０２０号号号号    

 市役所庁舎ロビーにおける配布物の配置等に関する要綱を次のように定める。 

  平成２４年１２月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

市役所庁舎ロビーにおける配布物の配置等に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、市役所庁舎ロビーへのリーフレット、パンフレット、ポスター、張り紙そ

の他の配布物（以下「配布物」という。）の配置及び掲示（以下「配置等」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （配布物の配置等の場所） 

第２条 この訓令における配布物の配置等の場所は、財産管理課が市役所庁舎ロビーに設置し、及び

管理している書架及び掲示板とする。 

 （配布物の基準及び配置等の優先順位） 

第３条 配置等を行う配布物の基準は、次に掲げるところによる。 

 （１） 市又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第６号）第２条第１

項に掲げる団体（以下「市等」という。）が主催するもの及び市等の事務事業に関わるもの並びに

行方不明者の捜索その他市民に対して周知することが適当であると認められるもの 

 （２） 奈良県（以下「県」という。）が主催するもの及び県の事務事業に関わるもの 

 （３） 国又は他の地方公共団体（県を除く。以下「国等」という。）が主催するもの及び国等の事

務事業に関わるもの 

２ 配置等を行う配布物の優先順位（以下「優先順位」という。）は、前項各号の順位によるものとす

る。 

 （配置等の承認） 

第４条 配布物の配置等を希望する課等の長（以下「所管課長」という。）は、財産管理課長に当該配

布物を提示し、配置等の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認は、当該配布物に配布物配置等承認証（様式第１号）を貼り付けて行う。 

 （配置等の期間） 

第５条 配置等の期間は、開始日から最長３月とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限

りでない。 

 （配置等の方法） 

第６条 第４条の規定による承認を受けた所管課長（以下「配置等責任者」という。）は、財産管理課

に備付けの配布物配置等台帳（様式第２号。以下「配置等台帳」という。）に必要事項を記入の上、

配置等を行うものとする。 

２ 配置等責任者は、配置等の期間が満了したときは、直ちに配布物を撤去するとともに、その旨を

財産管理課長に報告するものとする。 

 （配置等の場所がない場合の対処） 

第７条 配置等の場所がない場合は、既存の配布物の中で最も下位の順位のもののうちから配置等の

開始日が最も古いものと取り替えるものとする。ただし、既存の配布物が全て同順位のもの（優先

順位１位のものを除く。）であるときは、その中で配置等の開始日が最も古いものと取り替えるも

のとする。 

訓訓訓訓    令令令令    
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２ 優先順位が１位である新規の配布物を配布等する場合において既存の配布物が全て優先順位１位

のものであるときは、既存の配布物の配置等責任者と別に交渉を行うものとする。 

３ 前項の規定による取替えを行うことができない場合は、配置等台帳の予約に○印をつけ、既存配

布物の配置等の期間終了後に配置等を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定により取替えを行った場合は、配置等責任者は、既存の配布物の配置等

責任者にその旨を報告しなければならない。 

（配置等の遵守事項等） 

第８条 配置等責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 （１） 配布物の補充又は貼り替えをする場合は、配置等責任者が行うものとする。 

（２） 掲示板に掲示する場合は、枠内に掲示するものとし、枠外からはみ出して掲示してはなら

ない。 

（３） 配布物に損傷等がないか随時点検し、整理整頓に努めるものとする。 

２ この訓令に違反する配布物又は配置等に関し、財産管理課長の指示に従わない配置等責任者の配

布物は、財産管理課長が撤去することができる。 

 （補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、配布物の配置等に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

様式第１号（第４条関係） 

 配布物配置等承認証  

所 管 課  
承認番号  

優先順位番号  

配置等期間    年 月 日～   年 月 日 

様式第２号（第６条及び第７条関係） 

配布物配置等台帳 

承認 

番号 

承 認 

年月日 

所 管 課 配置等期間 優先順位 

番 号 
予約 

配置等責任者/（担当者） 配布物の主な内容（タイトル） 

  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

  ･ ･      年 月 日～   年 月 日   
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  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

  ･ ･  
    年 月 日～   年 月 日 

  
  

 

訓令第訓令第訓令第訓令第２１２１２１２１号号号号    

 大和高田市市税等コンビニエンスストア収納業務委託事業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令を 

次のように定める。 

  平成２４年１２月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市市税等コンビニエンスストア収納業務委託事業者選定委員会設置要綱を廃止する訓

令 

 大和高田市市税等コンビニエンスストア収納業務委託事業者選定委員会設置要綱（平成２４年訓令

第１６号）は、廃止する。 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

 

 

告示第告示第告示第告示第５２５２５２５２号号号号    

 大和高田市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２４年３月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市高等技能訓練促進費等事業実施要綱（平成１６年告示第３７号）の一部を次のように改

正する。 

 第５条第１項第１号中「１４１，０００円」を「１００，０００円」に改める。 

 附則第２項中「期間」と」の次に「、第５条第１項第１号中「１００，０００円」とあるのは「１

４１，０００円」と」を加え、附則に次の１項を加える。 

 （平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までに修業を開始した申請者に支給する訓練促進

費に関する特例） 

３ 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に第２条第２号の養成機関において修業

を開始した第６条第１項に規定する申請者に対して、訓練促進費を支給する場合におけるこの告示

の規定の適用については、第４条第１項中「修業期間の２分の１に相当する期間を経過した日以後

の期間とし、１８月」とあるのは「修業する期間の全期間とし、３６月」と、第６条第２項中「修

業期間の２分の１に相当する期間（その期間が１８月を超えるときは、修業期間から１８月を減じ

告告告告    示示示示    
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た期間）を経過」とあるのは「修業を開始」と、第６条第３項中「次に掲げる書類」とあるのは「次

に掲げる書類（第４号に掲げる書類を除く。）」と、第９条中「が養成機関に在籍していることを確

認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる」とある

のは「に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、

当該受給者の養成機関の在籍状況を確認するほか、定期的に修得単位証明書等の提出を求めるもの

とする」とする。 

   附 則 

 この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第１１３１１３１１３１１３号号号号のののの２２２２    

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２４年１０月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第７条第４項に次の１号を加える。 

 （４） こども園又は保育所に勤務する月額臨時職員で、クラスリーダーを担うもの クラスリー

ダー手当として月額１３，０００円 

 第８条第１項第２号中「意志」を「意思」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第１２８１２８１２８１２８号号号号    

 大和高田市虐待防止ネットワーク設置要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２４年１１月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市虐待防止ネットワーク設置要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市虐待防止ネットワーク設置要綱（平成１７年告示第４２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条中「第６条の２」を「第６条の３」に改め、「受けている高齢者」の次に「、障害者虐待（障

害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）第２条第

２項に規定する障害者虐待をいう。以下同じ。）を受けている障害者」を加える。 

 第２条中「受けている高齢者」の次に「、障害者虐待を受けている障害者」を加える。 

第４条第３項中「ときは、」の次に「前条各号に掲げる」を加える。 

第６条第２項第１号中「児童虐待に関する防止等の法律」を「児童虐待の防止等に関する法律」に

改め、「高齢者虐待」の次に「、障害者虐待」を加える。 

第７条第１項中「高齢者虐待」の次に「、障害者虐待」を加える。 

 第１１条第２項中「地域包括支援課が」の次に「、障害者虐待に係る事項である場合は社会福祉課

が」を加える。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第１３０１３０１３０１３０号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定により自転車
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等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第

１項の規定により告示します。 

  平成２４年１２月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２．移動年月日 

平成２４年１１月６日、同月７日、同月１２日、同月１５日、同月２０日、同月２６日、同月２

８日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話（０７４５）２２－１１０１（代表） 

 

告示第告示第告示第告示第１３１１３１１３１１３１号号号号    

 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５１条の２０の規定により、次の者を指定特定

相談支援事業者に指定したので告示します。 

  平成２４年１２月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

指定等に係る指定特定相談支

援事業者又は指定障害児相談

支援事業者の名称及び主たる

事務所の所在地 

社会福祉法人 青垣園 

大和高田市大字藤森８６番地の２ 

 

指定等に係る事業所の名称及

び所在地 

指定障害者支援施設 青垣園 

大和高田市大字藤森９４番地の１ 

指定等の年月日 平成２４年１２月１日 

指定等に係る指定計画相談支

援又は指定障害児相談支援の

種類 

指定特定相談支援事業 

 

事業の主たる対象者 知的障害者 

特定相談支援事業所番号又は

障害児相談支援事業所番号 

２９３０８０００３８ 
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告示第告示第告示第告示第１３２１３２１３２１３２号号号号    

平成２４年１２月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２４年度大和高田市一般会計補正予算（第６号） 

２ 平成２４年度大和高田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

３ 平成２４年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 平成２４年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

５ 平成２４年度大和高田市水道事業会計補正予算（第１号） 

６ 平成２４年度大和高田市立病院事業会計補正予算（第２号） 
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告示第告示第告示第告示第１３３１３３１３３１３３号号号号    

市道路線認定に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１５０９ 高５０９号線 
大字田井地内住吉川左岸河川堤防敷地先  

大字田井３３番８先 

１５１０ 高５１０号線 
今里川合方地内葛城川左岸河川堤防敷地先  

今里川合方４８４番３先 

１５１１ 高５１１号線 
南本町１９０４番４先  

南本町１６６６番１先 

１５１２ 高５１２号線 
大字有井２９番１４先  

 大字有井地内高田川左岸河川堤防敷地先 

１５１３ 高５１３号線 
大字神楽２７５番４先  

 
大字神楽２９５番６先 

３１５６ 陵１５６号線 
大字市場５７０番先  

 大字市場８０９番７先 

３１５７ 陵１５７号線 
大字大中１３番１先  

 大字岡崎３９番１先 

４１１７ 天１１７号線 
大字奥田２９９番３  

 
大字奥田２８５番１ 

 

告示第告示第告示第告示第１３４１３４１３４１３４号号号号    

市道の区域の決定及び供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり決定し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 

路 線 名 区     間 
幅員 

（㍍） 

延 長 

（㍍） 
備 考 

高５０９号線 
田井地内住吉川左岸河川堤防敷地先 

から大字田井３３番８先まで 
6.0～8.0 91.80  

高５１０号線 
今里川合方地内葛城川左岸河川堤防先

から今里川合方４８４番３先まで 
4.7～20.1 211.90  

高５１１号線 
南本町１９０４番４先から 

南本町１６６６番１先まで 
11.3～13.9 172.00  

高５１２号線 

大字有井２９番１４先から 

有井地内高田川左岸河川堤防敷地先ま

で 

1.5～3.5 41.80 
 

 

高５１３号線 
大字神楽２７５番４先から 

大字神楽２９５番６先まで 
4.2～5.6 168.10 

 

 

陵１５６号線 
大字市場５７０番先から 

大字市場８０９番７先まで 
4.7～13.9 68.80  

陵１５７号線 
大字大中１３番１先から 

大字岡崎３９番１先まで 
1.3～7.2 529.00 

 

 

３．供用開始の期日 平成２４年１２月１４日 

 

告示第告示第告示第告示第１３１３１３１３５５５５号号号号    

市道路線変更に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理番号 旧新別 路 線 名 起 点 終 点 
重要な 

経過地 

１００１ 

旧 

高１号線 

大和高田市大字築山７６番２先 

大和高田市大字神楽２９５番６先 

 

 

 
新 

大和高田市大字築山７６番２先 

大和高田市大字神楽２６７番１９先 

１０４３ 

旧 

高４３号線 

大和高田市日之出町１３３５番９先 

大和高田市日之出町１３２７番先 

 

 

 
新 

大和高田市日之出町１３３５番９先 

大和高田市日之出町１３２６番３先 

１０７０ 

旧 

高７０号線 

大和高田市大字有井１３番３先 

大和高田市大字有井２８８番２先 

 

 

 
新 

大和高田市大字有井１３番３先 

大和高田市大字有井２１番２先 

１０９５ 

旧 

高９５号線 

大和高田市曙町７４３番先 

大和高田市曙町６５５番１先 

 

 

 
新 

大和高田市曙町７４３番先 

大和高田市曙町６６１番３先 

１１１６ 旧 高１１６号線 
大和高田市南本町１８２４番５先 

大和高田市内本町１８０７番３先 
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新 
大和高田市南本町１９０２番３先 

大和高田市内本町１８０７番４先 

 

１１２１ 

旧 

高１２１号線 

大和高田市南本町１８７９番１先 

大和高田市内本町１９０５番１先 

 

 

 
新 

大和高田市南本町１８７９番１先 

大和高田市内本町１９０５番４先 

１１３１ 

旧 

高１３１号線 

大和高田市旭北町４番１先 

大和高田市大字今里３６０番３先 

 

 

 
新 

大和高田市旭北町４番１先 

大和高田市今里町３５１番３先 

１１３３ 

旧 

高１３３号線 

大和高田市今里町３４８番３先 

大和高田市材木町８９２番１先 

 

 

 
新 

大和高田市曙町８０８番３先 

大和高田市材木町８９２番１先 

１１４５ 

旧 

高１４５号線 

大和高田市北片塩町１６２番１先 

大和高田市北片塩町１４３番先 

 

 

 
新 

大和高田市北片塩町１６２番１先 

大和高田市北片塩町１４３番先 

１１６１ 

旧 

高１６１号線 

大和高田市大字礒野３７０番１先 

大和高田市大字礒野３５２番先 

 

 

 
新 

大和高田市大字礒野３７０番１先 

大和高田市大字礒野３５２番先 

１１７８ 

旧 

高１７８号線 

大和高田市大字今里２７番１先 

大和高田市大字勝目１２２番３先 

 

 

 
新 

大和高田市大字今里２７番１先 
大和高田市大字田井地内葛城川右岸河川堤防敷地先 

１２４１ 

旧 

高２４１号線 

大和高田市大字曽大根２７４番先 

大和高田市大字曽大根５７５番１先 

 

 

 
新 

大和高田市大字曽大根２６５番１先 

大和高田市大字曽大根５７５番１先 

１２８８ 

旧 

高２８８号線 

大和高田市北本町７３番２５先 

大和高田市北本町６５番１０先 

 

 

 
新 

大和高田市北本町７３番２５先 

大和高田市北本町７３番１先 

１２９８ 

旧 

高２９８号線 

大和高田市大字松塚９７７番１先 

大和高田市大字松塚７６５番４先 

 

 

 
新 

大和高田市大字松塚９６１番１先 

大和高田市大字松塚７６５番４先 

３００５ 

旧 

陵５号線 

大和高田市大字大谷５４９番先 

大和高田市大字大谷４４９番先 

 

 

 
新 

大和高田市大字大谷５４９番先 

大和高田市大字大谷５２４番２２先 

３０４１ 

旧 

陵４１号線 

大和高田市大字野口５９２番１先 

大和高田市大字岡崎３９番先 

 

 

 
新 

大和高田市大字野口５９２番１先 

大和高田市大字市場８０９番１先 

３１５２ 

旧 

陵１５２号線 

大和高田市大字大谷４０８番２先 

大和高田市大字大谷７３０番４先 

 

 

 
新 

大和高田市大字大谷３４２番９先 

大和高田市大字大谷７３０番４先 

４０１２ 旧 天１２号線 
大和高田市大字西坊城２７６番５先 

大和高田市大字出２９２番３先 
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新 
大和高田市大字西坊城２７６番５先 

大和高田市大字西坊城２９３番２先 

 

４０２２ 

旧 

天２２号線 

大和高田市大字西坊城２４２番先 

大和高田市大字西坊城４５０番１先 

 

 

 
新 

大和高田市大字西坊城２４２番先 

大和高田市大字西坊城２５４番１先 

４０３８ 

旧 

天３８号線 

大和高田市大字吉井５２番１先 

大和高田市大字西坊城４７１番３先 

 

 

 
新 

大和高田市大字西坊城２２０番先 

大和高田市大字西坊城４７１番３先 

４０８８ 

旧 

天８８号線 

大和高田市大字吉井３６９番４先 

大和高田市大字根成柿６１４番先 

 

 

 
新 

大和高田市大字吉井４４８番１先 

大和高田市大字根成柿６１４番先 

４０８９ 

旧 

天８９号線 

大和高田市大字吉井３６６番２先 

大和高田市大字根成柿４４９番１先 

 

 

 
新 

大和高田市大字吉井３６９番４先 

大和高田市大字根成柿４４９番１先 

 

告示第告示第告示第告示第１３６１３６１３６１３６号号号号    

市道の区域の変更に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域の変更を次のよ

うに決定する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路 線 名 変更の区間 

変更前の 

幅員（ｍ） 

変更前の 

延長（ｍ） 

変更後の 

幅員（ｍ） 

変更後の 

延長（ｍ） 

高１号線 
大和高田市大字築山７６番２先から 

大和高田市大字神楽２９５番６先まで 

4.2～10.0   895.10 

4.3～10.0   713.50 

高４３号線 
大和高田市日之出町１３３５番９先から 

大和高田市日之出町１３２７番先まで 

2.1～6.0 103.30 

3.8～6.0 64.20 

高７０号線 
大和高田市大字有井１３番３先から 

大和高田市大字有井２８８番２先まで 

1.0～3.6 225.40 

2.9～3.7 106.80 

高９５号線 
大和高田市曙町７４３番先から 

大和高田市曙町６６１番３先まで 

1.8～9.1 444.50 

1.8～9.1 490.00 

高１１６号線 
大和高田市南本町１８２４番５先から 

大和高田市内本町１８０７番４先まで 

2.2～12.0 157.30 

2.6～9.5 53.00 

高１２１号線 
大和高田市南本町１８７９番１先から 

大和高田市内本町１９０５番１先まで 

3.3～4.9 223.00 

3.3～4.9 213.30 

高１３１号線 大和高田市旭北町４番１先から 3.0～20.1 967.50 



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 164

大和高田市大字今里３６０番３先まで 
5.0～9.0 594.90 

高１３３号線 
大和高田市今里町３４８番３先から 

大和高田市材木町８９２番１先まで 

4.7～11.8 1146.00 

4.7～11.8 1025.60 

高１４５号線 
大和高田市北片塩町１６２番１先から 

大和高田市北片塩町１４３番先まで 

0.7～4.3 134.10 

0.9～4.3 106.30 

高１６１号線 
大和高田市大字礒野３７０番１先から 

大和高田市大字礒野３５２番先まで 

1.6～2.8 75.70 

1.8～2.2 71.50 

高１７８号線 
大和高田市大字今里２７番１先から 

大和高田市大字勝目１２２番３先まで 

3.2～11.5 1064.00 

5.1～11.5 946.60 

高２４１号線 
大和高田市大字曽大根２７４番先から 

大和高田市大字曽大根５７５番１先まで 

1.3～4.2 334.80 

1.3～4.1 266.00 

高２８８号線 
大和高田市北本町７３番２５先から 

大和高田市北本町６５番１０先まで 

5.4～11.2 128.60 

5.4～5.4 26.10 

高２９８号線 
大和高田市大字松塚９７７番１先から 

大和高田市大字松塚７６５番４先まで 

4.0～12.3 431.60 

4.0～11.0 407.50 

陵５号線 
大和高田市大字大谷５４９番先から 

大和高田市大字大谷４４９番先まで 

1.5～9.0 470.50 

2.7～9.0 300.50 

陵４１号線 
大和高田市大字野口５９２番１先から 

大和高田市大字岡崎３９番先まで 

1.3～21.2 2495.30 

3.1～21.2 1887.60 

陵１５２号線 
大和高田市大字大谷３４２番９先から 

大和高田市大字大谷７３０番４先まで 

6.0～6.0 210.50 

3.2～6.2 344.00 

天１２号線 
大和高田市大字西坊城２７６番５先から 

大和高田市大字出２９２番３先まで 

0.5～4.9 246.40 

3.3～4.9 136.70 

天２２号線 
大和高田市大字西坊城２４２番先から 

大和高田市大字西坊城４５０番１先まで 

0.8～2.7 108.90 

1.3～2.7 59.30 

天３８号線 
大和高田市大字吉井５２番１先から 

大和高田市大字西坊城４７１番３先まで 

0.5～9.6 1150.60 

1.2～9.6 888.00 

天８８号線 
大和高田市大字吉井３６９番４先から 

大和高田市大字根成柿６１４番先まで 

1.0～7.0 216.90 

2.1～7.0 65.70 

天８９号線 
大和高田市大字吉井３６９番４先から 

大和高田市大字根成柿４４９番１先まで 

3.0～4.5 54.90 

3.0～4.5 109.10 

 

告示第告示第告示第告示第１３７１３７１３７１３７号号号号    

供用の開始に関する告示 
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 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路 線 名 供用開始の区間 供用開始の期日 

高１号線 
大和高田市大字築山７６番２先から 

大和高田市大字神楽２６７番１９先まで 
平成２４年１２月１４日 

高４３号線 
大和高田市日之出町１３３５番９先から 

大和高田市日之出町１３２６番３先まで 
平成２４年１２月１４日 

高７０号線 
大和高田市大字有井１３番３先から 

大和高田市大字有井２１番２先まで 
平成２４年１２月１４日 

高９５号線 
大和高田市曙町７４３番先から 

大和高田市曙町６６１番３先まで 
平成２４年１２月１４日 

高１１６号線 
大和高田市南本町１９０２番３先から 

大和高田市内本町１８０７番４先まで 
平成２４年１２月１４日 

高１２１号線 
大和高田市南本町１８７９番１先から 

大和高田市内本町１９０５番４先まで 
平成２４年１２月１４日 

高１３１号線 
大和高田市旭北町４番１先から 

大和高田市今里町３５１番３先まで 
平成２４年１２月１４日 

高１３３号線 
大和高田市曙町８０８番３先から 

大和高田市材木町８９２番１先まで 
平成２４年１２月１４日 

高１４５号線 
大和高田市北片塩町１６２番１先から 

大和高田市北片塩町１４３番先まで 
平成２４年１２月１４日 

高１６１号線 
大和高田市大字礒野３７０番１先から 

大和高田市大字礒野３５２番先まで 
平成２４年１２月１４日 

高１７８号線 

大和高田市大字今里２７番１先から 

大和高田市大字田井地内葛城川右岸河川堤防敷地

先まで 

平成２４年１２月１４日 

高２４１号線 
大和高田市大字曽大根２６５番１先から 

大和高田市大字曽大根５７５番１先まで 
平成２４年１２月１４日 

高２８８号線 
大和高田市北本町７３番２５先から 

大和高田市北本町７３番１先まで 
平成２４年１２月１４日 

高２９８号線 
大和高田市大字松塚９６１番１先から 

大和高田市大字松塚７６５番４先まで 
平成２４年１２月１４日 

陵５号線 
大和高田市大字大谷５４９番先から 

大和高田市大字大谷５２４番２２先まで 
平成２４年１２月１４日 

陵４１号線 
大和高田市大字野口５９２番１先から 

大和高田市大字市場８０９番１先まで 
平成２４年１２月１４日 

陵１５２号線 
大和高田市大字大谷３４２番９先から 

大和高田市大字大谷７３０番４先まで 
平成２４年１２月１４日 
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天１２号線 
大和高田市大字西坊城２７６番５先から 

大和高田市大字西坊城２９３番２先まで 
平成２４年１２月１４日 

天２２号線 
大和高田市大字西坊城２４２番先から 

大和高田市大字西坊城２５４番１先まで 
平成２４年１２月１４日 

天３８号線 
大和高田市大字西坊城２２０番先から 

大和高田市大字西坊城４７１番３先まで 
平成２４年１２月１４日 

天８８号線 
大和高田市大字吉井４４８番１先から 

大和高田市大字根成柿６１４番先まで 
平成２４年１２月１４日 

天８９号線 
大和高田市大字吉井３６９番４先から 

大和高田市大字根成柿４４９番１先まで 
平成２４年１２月１４日 

 

告示第告示第告示第告示第１３８１３８１３８１３８号号号号    

市道路線廃止に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を廃止する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

路線番号 路 線 名 
起 点 

重要な経過地 
終 点 

１１３４ 高１３４号線 
今里町３５５番１先  

今里町３４８番３先 

１２４２ 高２４２号線 
幸町５番５先  

幸町４番１先 

１２５２ 高２５２号線 
大字松塚７４４番３先  

大字池尻１８０番１先 

１３５５ 高３５５号線 
北本町８０番１先  

北本町８０番１先 

４０３４ 天３４号線 
大字秋吉９４番先  

大字秋吉１６０番１先 

４０５４ 天５４号線 
大字根成柿２７９番１先  

大字根成柿２５２番１先 

４０９０ 天９０号線 
大字根成柿１５７番先  

大字根成柿１３２番先 

 

告示第告示第告示第告示第１３９１３９１３９１３９号号号号    

市道の区域の変更及び供用の開始に関する告示 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項及び第２項の規定に基づき、道路の区域を次

のとおり変更し、供用を開始する。 

 その関係図面は、環境建設部土木管理課において告示の日から１ヶ月間一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１２月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．道路の種類 市道 

２．路線名その他 
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路 線 名 区     間 
変更 

前後別 

幅員 

（㍍） 

延 長 

（㍍） 
備 考 

高 １６号線 
大字築山１９６番７先から 

大字築山１９４番２４先まで 
前 3.8～3.9 21.7 

面積増 
後 6.1～6.1 21.7 

高 ２０号線 
築山地内高田川左岸河川堤防敷地先から 

大字築山１５７番１２先まで 

前 7.2～7.3 31.0 
面積減 

後 4.2～4.5 31.0 

高 ３６号線 
土庫１丁目７０３番１先から 

日之出町１３４４番６先まで 

前 4.3～4.9 118.5 
面積増 

後 4.8～6.2 118.5 

高 ４２号線 
日之出町１４０３番３先から 

土庫１丁目６６８番１先まで 
前 2.4～6.9 108.6 

〃 
後 5.8～6.9 107.3 

高１１７号線 
大中東町３０３番先から 

大中南町３１３番１先まで 

前 9.0～9.0 5.5 
〃 

後 9.0～9.0 5.5 

高１２０号線 
大中南町３１３番１先から 

内本町１８０７番４先まで 

前 4.0～5.4 29.0 
〃 

後 4.2～7.9 29.0 

高２０６号線 
中三倉堂２丁目７０９番 1先から 

中三倉堂２丁目８００番先まで 
前 5.0～5.8 26.4 

面積増 
後 6.5～7.7 26.4 

高４４９号線 
神楽１丁目７番先から 

神楽１丁目８２３番先まで 

前 4.2～7.7 97.5 
〃 

後 5.8～7.7 97.5 

陵 ８６号線 
大字市場４９５番先から 

大字市場４８７番６先まで 

前 2.7～4.1 45.0 
〃 

後 3.1～6.2 45.0 

３．供用開始の期日 平成２４年１２月１４日 

 

告示第告示第告示第告示第１４０１４０１４０１４０号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２４年１２月１７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２４年１２月２８日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２４年９月４日、同月５日、同月１１日、同月１３日、同月１９日、同月２４日、同月２７

日 

 

 

 

公公公公    告告告告    
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公告第公告第公告第公告第１３３１３３１３３１３３号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高５枝大中地内管渠工事（５６）・給配水管移設工事（Ｇ５６） 

２ 工事場所 大和高田市大中地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＤであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  
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７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日

（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約

監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１２月１４日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１２月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１２月２１日（金）午前９時００分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 
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（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥４，５５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１３４１３４１３４１３４号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 曽大根地内排水路改良工事 

２ 工事場所 大和高田市曽大根地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＤであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい
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認の申請 ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行いますまた、希望者には入札説明

書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間  平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで。 ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１２月１４日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２４年１２月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵
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便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１２月２１日（金）午前９時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥４，５４０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１３５１３５１３５１３５号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 呼吸器疾患センター設置 

２ 工事場所 大和高田市礒野北町地内（市立病院） 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年２月２８日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されている者であるこ

と。 
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（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監 

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行いますまた、希望者には入札説明

書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日

（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約

監理室 
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９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま 

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１２月１４日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１２月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金   

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１２月２１日（金）午前９時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥２，３７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第公告第公告第公告第１３６１３６１３６１３６号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 
敷枝築山地内管渠工事（６）・給配水管移設工事（Ｇ０６）・配水管布設替工事（築

山） 

２ 工事場所 大和高田市築山地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監
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理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行いますまた、希望者には入札説明

書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間  平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３  

（４）回答期限   平成２４年１２月１４日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１２月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１２月２１日（金）午前１０時００分 

（２）場所   中和広域消防高田消防署 ２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を
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行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１６，４５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１３７１３７１３７１３７号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月６日  

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高３枝市場地内管渠工事（５１） 

２ 工事場所 大和高田市市場地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 
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６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行いますまた、希望者には入札説明

書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日

（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約

監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１２月１４日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１２月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 
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大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１２月２１日（金）午前１０時１５分 

（２）場所   中和広域消防高田消防署 ２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥１１，２００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１３８１３８１３８１３８号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝大谷地内管渠工事（１０） 

２ 工事場所 大和高田市大谷地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい
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資格要件 るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行いますまた、希望者には入札説明

書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日

（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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（３）閲覧の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約

監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１２月１４日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１２月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１２月２１日（金）午前１０時３０分 

（２）場所   中和広域消防高田消防署 ２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥９，６２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１３９１３９１３９１３９号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高４枝市場地内管渠工事（５８）・給配水管移設工事（Ｇ５８） 

２ 工事場所 大和高田市市場地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間  平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１０日（月）
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まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理  

室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行いますまた、希望者には入札説明

書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間  平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

９  入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月６日（木）から平成２４年１２月１４日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま 

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１２月１４日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１２月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１２月２１日（金）午前１０時４５分 

（２）場所   中和広域消防高田消防署 ２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧
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に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥７，２８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４０１４０１４０１４０号号号号    

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市長  吉 田 誠 克   

 

公告第公告第公告第公告第１４１１４１１４１１４１号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市立高田西中学校エレベーター設置工事 

２ 工事場所 大和高田市池田地内（市立高田西中学校） 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＡであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
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なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、

契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２６日

（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月２７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２６

日（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約

監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２５年１月７日（月）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま 

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１月７日（月）午後５時まで 
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回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１月１１日（金）午前９時００分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥２９，３２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４２１４２１４２１４２号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１ 工事名 配水管布設替工事（礒野第３工区） 

２ 工事場所 大和高田市礒野地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード

可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２６日

（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月２７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 
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参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２７

日（木）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２５年１月７日（月）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま 

で 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１月７日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２５年１月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店 

留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１月１１日（金）午前１０時００分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制 ￥１１，１３０，０００円（消費税等抜き） 
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限基 準比

較価格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４３１４３１４３１４３号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（根成柿） 

２ 工事場所 大和高田市根成柿地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード

可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の
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申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２６日

（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月２７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２７

日（木）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９  入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２５年１月７日（月）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１月７日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２５年１月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 
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１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１月１１日（金）午前１０時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥１０，４３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４４１４４１４４１４４号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事（礒野北町） 

２ 工事場所 大和高田市礒野北町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく
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資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード

可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２６日

（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月２７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２７

日（木）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９  入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２５年１月７日（月）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま

で 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 
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（４）回答期限   平成２５年１月７日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１月１１日（金）午前１０時２０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥１０，０７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４５１４５１４５１４５号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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１ 工事名 配水管布設替工事（田井新町・田井） 

２ 工事場所 大和高田市田井新町・田井地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（９）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１０）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード

可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２６日

（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月２７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 
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参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２７

日（木）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９  入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２５年１月７日（月）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま  

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１月７日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２５年１月１１日（金）午前１０時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

￥３，７７０，０００円（消費税等抜き） 
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較価格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４６１４６１４６１４６号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年１２月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 給配水管移設工事（Ｙ０１） 

２ 工事場所 大和高田市西坊城地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件に

おいて落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード

可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を上記（１）の

申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式



平成２５年１月１０日（木）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８８号 

 197

によるものとし、様式については、上記（１）の申請書と同様に大和高田市ホー

ムページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２６日

（水）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室  

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１２月２７日（木） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧の期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２４年１２月２７

日（木）まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）閲覧の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９  入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年１２月２１日（金）から平成２５年１月７日（月）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで。ただし、最終日は正午ま  

で  

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２５年１月７日（月）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２５年１月１０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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日時等 （１）日時   平成２５年１月１１日（金）午前１０時４０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって

入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金  

免除します。 

１７ 最低制

限基 準比

較価格 

￥３，０４０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第１４７１４７１４７１４７号号号号    

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、平成２４年度大和高田

市職員採用試験（医療職追加募集）の実施を次のとおり公告する。 

平成２４年１２月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 職種、採用予定人員及び受験資格 

職 種 採用予定人員 受 験 資 格 

助産師 ３名 

（１） 昭和２８年４月２日以降に生まれた人で、｢保健師

助産師看護師法｣による看護師免許を有する人。または、

平成２５年３月末日までに実施される国家試験により当

該免許を取得見込みの人 

（２） 大和高田市立病院で交代制勤務可能な人 

（１） 応募者の国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 成年被後見人又は被保佐人 

② 禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

③ 大和高田市において懲戒免職を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

④ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

⑤ 日本国籍を有しない人で、在留資格において就職等が制限されている人 
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２ 試験の日時･場所・試験の種類及び合格発表 

区 分 試 験 内 容 

日 時  平成２５年２月２３日（土）午前９時から 

場 所  大和高田市立看護専門学校 （大和高田市礒野北町１番１号） 

試験の種類  小論文(６０分) 口述試験（面接） 

合格発表  試験後１週間程度（合否にかかわらず本人に通知します。） 

３ 受験手続 

 （１） 受付期間 

    受付期間：平成２５年２月１日（金）から平成２５年２月１５日（金）まで 

         （ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く。） 

受付時間：午前９時から午後５時まで（受験票を交付します。） 

 （２） 受付場所 

    受付場所：大和高田市立病院 総務企画課 

    所 在 地：奈良県大和高田市礒野北町１番１号 

（注）郵送での受付はいたしません。必ず持参して下さい（代理可）。 

（３） 提出書類 ◎必須書類 ○免許取得者 △免許取得見込者 

（注１） 写真は、３月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝ 横３㎝）で、うち１枚は履歴書

に貼付し、他１枚は受験票用に持参してください。 

（注２） 返信用封筒（定形封筒：23.5ｃｍ×12.0ｃｍ）１通に８０円切手を貼付し、宛名を記

入してください。 

（注３） 免許取得者は、最終学校の卒業証明書及び成績証明書は不要です。 

４ 合格から採用まで 

 （１） 最終合格者は、採用候補者名簿に登載し、次の区分により採用します。 

    ①採用予定者 平成２５年４月１日付けで採用します。 

    ②採用候補者 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に欠員などが生じ、

補充することが必要であるときに限り採用します。 

（２） 採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定の日から１年間です。 

（３） 最終合格者のうち、免許取得見込みの者が平成２５年３月末日までに実施される国家試験

で当該免許を取得できなかった場合は、その時点で採用候補者名簿（採用予定者・採用候補者）

から抹消します。 

５ 給与等について 

現行 

初任給 
助産師 

・月額２１５,７００円（大学卒業程度で採用前に職歴がない場合）

・月額２０９,８００円（短大(３年)相当卒業で採用前に職歴がない

場合） 

（１） 給料月額は、平成２４年４月１日現在の給料表に基づいています。 

（２） 初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

 （３） 一般職の職員の給与に関する条例等に基づき、各種手当が支給されますが、一部手当につ

いては、当分の間、減額措置等がなされています。 

６ その他 

 （１） 提出書類に不備がある場合は、お返しすることがありますが、このために生じた申込の遅

   提出書類 

職種 

履歴書市

販Ａ４判 

写真 

２枚 

最終学校卒業

(見込)証明書 

最終学校 

成績証明書 

免許証 

（写し可） 

返信用

封筒 

助産師 ◎ ◎ △ △ ○ ◎ 
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延等には責任を負いませんので、受験手続には十分注意してください。 

（２） 提出書類の記載事項に虚偽が判明した場合には、合格を取り消すことがあります。 

（３） この試験に関する提出書類は、一切お返ししません。 

（４） インターネットでも採用試験に関する情報を提供しています。（ホームページアドレス

http://www.ym-hp.yamatotakada.nara.jp） 

（５） 採用時には健康診断書を提出してください。 

（６） 試験についての問い合わせ先 

    大和高田市立病院事務局総務企画課内｢大和高田市（市立病院）職員採用試験委員会事務

局｣ （℡０７４５－５３－２９０１） 

 

 

 

議会告示第議会告示第議会告示第議会告示第１１１１号号号号    

 大和高田市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２４年１２月１３日 

大和高田市議会議長 森 村 和 男   

   大和高田市議会会議規則の一部を改正する規則 

 大和高田市議会会議規則（平成７年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第８節 表決（第６７条－第７７条）」を 

「第８節 表決（第６７条－第７７条） 

 第８節の２ 公聴会、参考人（第７７条の２－第７７条の８）」に改める。 

第７条中「すべて」を「全て」に改める。 

第１７条中「そなえ」を「備え」に、「法第１１５条の２」を「法第１１５条の３」に改める。 

第５０条第１項、第５２条第１項、第５５条第１項及び第７７条第３項中「すべて」を「全て」に

改める。 

第１章第８節の次に次の１節を加える。 

   第８節の２ 公聴会、参考人 

（公聴会開催の手続） 

第７７条の２ 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を

聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 

 （意見を述べようとする者の申出） 

第７７条の３ 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に

対する賛否を、議長に申し出なければならない。 

（公述人の決定） 

第７７条の４ 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等（以下「公述人」とい

う。）は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本

人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏ら

ないように公述人を選ばなければならない。 

（公述人の発言） 

第７７条の５ 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止

し、又は退席させることができる。 

（議員と公述人の質疑） 

議議議議    会会会会    
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第７７条の６ 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２ 公述人は、議員に対して質疑することができない。 

（代理人又は文書による意見の陳述） 

第７７条の７ 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。た

だし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。 

（参考人） 

第７７条の８ 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、

場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。 

２ 参考人については、前３条の規定を準用する。 

第９１条中「行うを」を「行うことを」に改める。 

第９８条第２項中「法第１０９条の２第４項」を「法第１０９条第３項」に改める。 

第１０７条及び第１０９条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１２０条中「第１章・第４節」を「第１章第４節」に改める。 

第１３１条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１４５条中「えり」を「襟」に、「かさ」を「傘」に改める。 

第１５２条中「すべて」を「全て」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会告示第告示第告示第告示第２５２５２５２５号号号号    

 大和高田市教育委員会１２月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２４年１２月１０日 

大和高田市教育委員会 

  委員長 吉 村 博 一   

記 

 日 時  平成２４年１２月１８日（火）午後３時３０分 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 第３６回大和高田市民マラソン大会実施要項（案）について 

第２号 後援願いについて 

第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３７３７３７３７号号号号    

 平成２４年１２月２日現在の大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１、

６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２４年１２月２日 

大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

    ３分の 1の数   １９，１３５人 

    ６分の１の数    ９，５６８人 

   ５０分の１の数    １，１４９人 

 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
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選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３８３８３８３８号号号号    

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項及び公職選挙法施行規則第３条の４

の規定により、平成２３年１２月１日から平成２４年１１月３０日までの期間における選挙人名簿抄

本閲覧の状況を別紙のとおり公表する。 

  平成２４年１２月２日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

                                委員長 西 川 勝 彦   

 別紙は省略（市役所前の掲示場に 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３９３９３９３９号号号号    

 平成２４年１２月３日現在の衆議院議員総選挙における大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を

有する者の総数の３分の１、６分の１、５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２４年１２月３日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

                                委員長 西 川 勝 彦   

 ３分の１の数   １９，１４６ 人 

６分の１の数    ９，５７３ 人 

５０分の１の数    １，１４９ 人 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４０４０４０４０号号号号    

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第１４４条の２第１項、第４項、第５項及び第１０項の規定に基づき設置したポスタ

ー掲示場の設置場所は、別紙のとおりであり、区画数は、８区画とする。設置完了日は、平成２４年

１２月３日とし、掲示のできる日は次のとおりである。 

  平成２４年１２月３日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

                                委員長 西 川 勝 彦   

１ 掲示のできる日  平成２４年１２月４日 

２ 設 置 場 所  （市役所前の掲示場に掲示済み。） 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４４４４１１１１号号号号    

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院議員総選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１７５条第３項の規定による候補者の氏名及び党派別を記載する順序を定めるくじは、次の日時及

び場所において行う。 

  平成２４年１２月４日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

                                委員長 西 川 勝 彦   

１ 日 時  平成２４年１２月４日 午後５時３０分 

 ２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

        大和高田市役所 ４階 会議室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４２４２４２４２号号号号    

 平成２４年１２月１６日執行の衆議院議員総選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第４８条の２の規定による大和高田市期日前投票所を次のとおり定める。 

 平成２４年１２月４日 
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大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

１ 期日前投票所   

大和高田市大字大中１００番地１ 

   大和高田市役所 ３階 東会議室 

２ 期日前投票所を設ける期間 

   平成２４年１２月５日から平成２４年１２月１５日まで  

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４３４３４３４３号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２４年１２月１３日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

                                委員長 西 川 勝 彦   

１ 日 時  平成２４年１２月１６日（日）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

       大和高田市役所 ４階 会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 選挙人名簿の選挙時登録について 

       第３号 その他 

 

 


